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別添資料 平成３０年度原子力総合防災訓練 住民アンケート報告書 



１ 訓練の位置付け及び目的
【原子力災害対策特別措置法第１３条第１項に基づく
防災訓練】
①国、地方公共団体、原子力事業者における防災

体制の実効性の確認
②原子力緊急事態における中央と現地の体制や

マニュアル に定められた手順の確認
③「大飯地域の緊急時対応」及び「高浜地域の

緊急時対応」に基づく避難計画の検証
④訓練結果を踏まえた教訓事項の抽出、緊急時

対応等の改善
⑤原子力災害対策に係る要員の技能の習熟等

２ 実施時期
平成３０年８月２５日（土）、２６日（日）

３ 訓練の対象となる原子力事業所
関西電力株式会社 大飯発電所及び高浜発電所

４ 参加機関等
政府機関：内閣官房、内閣府、原子力規制委員会ほか関係省庁
地方公共団体：福井県、京都府、滋賀県、おおい町、小浜市、高浜町、舞鶴市、若狭町、美浜町、綾部市、南丹市、

京丹波町、福知山市、宮津市、伊根町、京都市、高島市ほか関係市町村
事業者：関西電力株式会社
関係機関：量子科学技術研究開発機構、日本原子力研究開発機構 等

５ 訓練内容
自然災害及び原子力災害の複合災害を想定し、両発電所を対象に以下の訓練を実施
（１）迅速な初動体制の確立訓練
（２）中央と現地組織の連携による防護措置の実施方針等に係る意思決定訓練
（３）府県内外への住民避難、屋内退避等の実動訓練

平成３０年度原子力総合防災訓練の概要

※PAZ（予防的防護措置を準備する区域）：Precautionary  Action Zone
※UPZ（緊急防護措置を準備する区域）：Urgent Protective Action Planning Zone
※舞鶴市のUPZ内の大浦半島の一部の住民については、避難経路がPAZ境界周辺を通ることから、

PAZに準じた避難を行うこととしている。

資料１



平成３０年度原子力総合防災訓練の訓練内容

１日目 ２日目

午前

午後

事
業
者
訓
練
（
事
態
収
束
活
動
）

全面緊急事態への対応
（府県内外への住民避難、屋内退避等の実動訓練等）

施設敷地緊急事態への対応
（中央と現地組織の連携による防護措置の

実施方針等に係る意思決定訓練）

全面緊急事態への対応
（中央と現地組織の連携による防護措置の

実施方針等に係る意思決定訓練）

全面緊急事態発生

施設敷地緊急事態発生

地震発生により警戒事態発生

警戒事態への対応
（迅速な初動体制の確立訓練）

○原子力規制委員会・内閣府原子力事故対策本

部会議運営
○複合災害に対応した非常災害対策本部・原子

力事故対策本部合同会議運営
○PAZ及びPAZに準じた避難を行う地域内の

要配慮者の避難

○１５条事象発生報告・上申
○緊急事態宣言
○複合災害に対応した原子力災害対策本部・

非常災害対策本部合同会議運営

＜機能別訓練①＞

・PAZ及びPAZに準じた避難を行う地域内
の住民の避難

・UPZ内住民の屋内退避

＜機能別訓練②＞

・緊急時モニタリング
・UPZ内住民の一時移転

資料２



08:00（訓練開始） 16:30（訓練終了）

自然災害 08:00 地震発生

内閣府（防災担当）

原子力規制委員会・内閣府
（原子力防災担当）

大飯ＯＦＣ

高浜ＯＦＣ

大飯ＵＰＺ

高浜ＵＰＺ

※１　原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部会議

※２　原子力規制委員会・内閣府原子力事故現地合同警戒本部

※３　原子力規制委員会・内閣府原子力事故現地合同対策本部及び現地事故対策連絡会議合同会議

※４　ＰＡＺ等：ＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域

国からの要請／指示

住民避難の動き
（イメージ）

大飯ＰＡＺ

高浜ＰＡＺ等

１日目

時刻

主要な事態の推移

原子力災害（大飯発電所）

原子力災害（高浜発電所）

中央の体制

現地の体制

警戒事態
施設敷地緊急事態

（原災法第１０条事象）
全面緊急事態

（原災法第１５条事象）

原子炉自動停止 原災法第１０条に該当する事象が発生 原災法第１５条に該当する事象が発生

・非常災害対策本部設置決定

原子力規制委員会・内閣府

原子力事故合同警戒本部

（原子力規制庁ＥＲＣ）

大飯に係る事故
現地合同警戒本
部※２

非
常
災
害
対
策
本
部
・

原
子
力
事
故
対
策
本
部
合
同
会
議

Ｐ
Ａ
Ｚ
内
要
配
慮
者
の
避
難
等

要
請
（大
飯
）

状
況
確
認
・対
応
方

針
の
検
討

現
状
報
告
・上
申

緊
急
事
態
宣
言

原
子
力
災
害
対
策
本
部
・

非
常
災
害
対
策
本
部
合
同
会
議

原
子
力
災
害
合

同
対
策
協
議
会

副
大
臣
等
到
着

原子力規制
委員会・内閣
府原子力事
故現地合同
対策本部

○ＰＡＺ内要配慮者の

避難準備要請（大飯）
○ＰＡＺ内要配慮者の避難要請（大飯）

○ＰＡＺ内住民の避難準備開始要請（大飯）
○ＰＡＺ等内住民の避難開始指示（大飯・高浜）

○ＵＰＺ内住民の屋内退避を指示（大飯・高浜）

要配慮者の避難準備 要配慮者の避難開始

住民の避難準備
住民の避難開始

安定ヨウ素剤の服用

住民の屋内退避開始

警戒事態
施設敷地緊急事態

（原災法第１０条事象）
全面緊急事態

（原災法第１５条事象）

原災法第１０条に該当する事象が発生 原災法第１５条に該当する事象が発生原子炉自動停止

高浜に係る事故
現地合同警戒本
部※２

大飯及び
高浜に係
る事故現
地合同警
戒本部※２

現
地
事
故
対
策

連
絡
会
議※

３

現
地
事
故
対
策

連
絡
会
議※

３

１
０
条
事
象
発
生
通
報
（大
飯
）

１
０
条
事
象
発
生
通
報
（高
浜
）

１
５
条
事
象
発
生
通
報
（大
飯
）

１
５
条
事
象
発
生
通
報
（高
浜
）

現
地
事
故
対
策

連
絡
会
議※

３統合

要配慮者の避難準備 要配慮者の避難開始

住民の避難準備
住民の避難開始

安定ヨウ素剤の服用

住民の屋内退避開始

○ＰＡＺ等内要配慮者の

避難準備要請（高浜）

大
飯
・高
浜
に
係
る
事
故
対
策

本
部
会
議※

１

Ｐ
Ａ
Ｚ
等
内
要
配
慮
者
の
避
難

等
要
請
（高
浜
）

大
飯
に
係
る
事
故
対
策
本
部

会
議※

１

現
地
事
故
対
策

連
絡
会
議※

３

○ＰＡＺ等内要配慮者の避難要請（高浜）

○ＰＡＺ等内住民の避難準備開始要請（高浜）

総合訓練の流れ（１日目） 資料３-１



08:30（訓練開始） 16:00（訓練終了）

官邸

ＥＲＣ※２

ＯＦＣ※２

府県

実施の流れ

実施概要

実施の流れ

実施概要

実施の流れ

実施概要

※１　ＰＡＺ等：ＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域

※２　ＥＲＣ及びＯＦＣの各機能班等が、それぞれ課題を設定して個別の要素訓練等を実施

２日目

時刻

中央の体制

ＵＰＺ内一部住民の
一時移転等実施訓練

現地の体制

ＰＡＺ等内の住民の
避難等実施訓練

ＵＰＺ内住民の
屋内退避実施訓練

・ＵＰＺ内住民の屋内退避の実施

原子力災害

合同対策

協議会

・ＵＰＺ内住民の一時

移転の実施方針の確

認

原子力災害

合同対策

協議会

・ＵＰＺ内住民の一時

移転の状況確認

ＵＰＺ内住民の一時移転

・避難先の調整、輸送手段の確保、避難者の受入れ、 安定ヨウ素剤の緊急配布、避難退域時検査、簡易除染の実施

※個別の想定に基づき実施

○主な訓練項目

※訓練に関係する機能班がＥＲＣで活動

ＵＰＺ内住民の屋内退避

ＰＡＺ等内住民の避難

・避難先の調整、輸送手段の確保、避難者の受入れ、安定ヨウ素剤の服用の実施

※個別の想定に基づき実施

※現地との情報の伝達等を実施

総合訓練の流れ（２日目） 資料３-２



原子力事業所
（ﾌﾟﾗﾝﾄの事故収束）

原子力事業所外
（住民の防護）

≪合同対策協議会≫

≪オフサイト対応≫

事業者の
監督・支援等

原子力事業所
災害対策
支援拠点

(例．Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

原子力施設
事態即応ｾﾝﾀｰ
(原子力事業者本店）

規制庁職員

【 現 地 】

現地対策本部
（オフサイトセンター）

本部長：内閣府副大臣
（又は大臣政務官）

内閣府大臣官房審議官等

関係省庁

自治体
調整

住民の避難指示・支援等

連携

調整

連携

調整
・連携

原子力災害対策本部
本部長 : 内閣総理大臣
副本部長 : 官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子

力防災）、規制委員会委員長 等
本部員 : その他全国務大臣、危機管理監 等

原災本部事務局 官邸ﾁｰﾑ

原災本部事務局 ＥＲＣチーム

事務局長：規制庁次長
内閣府・規制庁等主要職員 等

※必要に応じ、状
況報告

内閣府政策統括官（事務局長）
内閣府・規制庁等主要職員 等

原子力規制委員会

専門的・技
術的知見

≪オンサイト対応≫

【 中 央 】 ≪官邸≫

≪規制庁内ＥＲＣ≫

資料４原子力緊急事態の危機管理体制（原子力災害対策マニュアル）



原子力災害対策本部等 非常（緊急）災害対策本部等

合同会議

原災本部事務局等【官邸、ＥＲＣ】 緊対本部事務局等【８号館】
・情報連絡要員
の相互派遣

（部隊派遣、緊急輸送ルート確保、物資調達・輸送）

Ｃ：事案対処部門

併任

Ｓ：総務部門
Ａ：総括部門

Ⅰ：関係省庁担当Ｂ：情報部門

・ Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４

・原子力事故の鎮圧
・放射線モニタリング
・原発周辺住民への避難等に関

する調整
・原子力固有の課題 など

総括班

運営支援班

広報班 実動対処班

・実動組織との連絡調整
・輸送及び物資調達の調整等

プラント班

放射線班

住民安全班

ＯＦＣ

・情報連絡要員の相互派遣
・情報収集システムの相互利用

現地対策本部

警察

消防 自衛隊

国交省

経産省

他関係
自治体

・地震等による被災状況の把握
・被災者の救助・救出
・実動部隊の資源配分、輸送調整
・避難所等への支援 など

連携

現場活動

・部隊の協力要請
・輸送要請

医療班 国際班

関係省庁

オフサイト総括

C1

リエゾン

・情報収集システム
の相互利用

リエゾン

・放射線防護対策の調整
・緊対本部への助言、支援

連携

複合災害調整班

併任

C8C5 C6 C7

※避難活動等の状況を
随時連絡するなど
相互の連絡を密にする。

資料５自然災害及び原子力災害の複合災害への対応に係る組織体制



平成３０年度原子力総合防災訓練 訓練項目等（1/4) 資料６-１

訓練項目 訓練目標 主要活動項目

国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
原
子
力
事
業
者
共
通
の
訓
練

緊急時体制確立訓練
初動体制を迅速に確立し初期対応を的確に実施するため、両発電所を対象とし

た原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部、同事故合同対策本部、原
子力災害対策本部等の設置等ができる。

・要員参集
・本部活動
・本部会議

オフサイトセンター
運営訓練

ＯＦＣの運営（原子力災害合同対策協議会の運営を含む。）を通じて、防護措
置に係る関係地方公共団体との具体的対策の検討、調整等ができる。また、事態
の進展に応じて、現地本部の統合、一元的な本部運営等ができる。

・要員参集
・本部活動
・機能班活動
・全体会議

情報共有及び意思決
定訓練

テレビ会議システム等を活用し、事態の進展に応じて、中央と現地組織が必要
な情報共有等を図るとともに、各拠点間の連絡、調整により各事態における防護
措置の実施方針等について意思決定等ができる。

・情報共有
・報告、連絡
・意思決定

緊急時モニタリング
実施訓練

緊急時モニタリング実施計画等の立案や意思決定を行うとともに、関係機関及
び原子力事業者と連携して、緊急時における環境放射線のモニタリングができる。

・要員参集
・実施計画の立案
・意思決定
・モニタリング
・測定報告

広報対応訓練
官邸、原子力規制庁緊急時対応センター、ＯＦＣ等の各拠点間で情報共有を行

うとともに、プレス公表資料の配付・説明、記者会見の実施等、外部への情報発
信等を継続的に滞りなく実施できる。

・国民への情報提供
・記者会見
・情報共有



平成３０年度原子力総合防災訓練 訓練項目等（2/4) 資料６-２

訓練項目 訓練目標 主要活動項目

国
が
参
加
主
体
と
な
る
訓
練

現地への国の職員・
専門家の緊急輸送訓
練

内閣府副大臣（原子力防災担当）、内閣府幹部等を現地に派遣するに当たり、
関係省庁が連携し、両発電所の事態進展を勘案しつつ、輸送手段及び輸送経路を
調整した上で、緊急輸送の実施ができる。この際、派遣要員との情報共有が実施
できる。

・輸送手段の調整
・輸送経路の確認
・緊急輸送

原子力災害対策本部
等の運営訓練

警戒事態発生に伴う原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部、施設
敷地緊急事態発生に伴う同事故合同対策本部、全面緊急事態発生に伴う原子力災
害対策本部を、両発電所を対象として設置するとともに、自然災害及び原子力災
害の複合災害を想定した自然災害に係る対策本部との合同会議の開催も含め、各
本部の運営を通じた関係機関の情報共有、連絡調整、意思決定等が実施できる。
また、事態の進展に応じて、現地本部の統合の判断が実施できる。

・要員参集
・本部活動
・自然災害に係る対策本部との
合同会議

・情報共有、連絡、意思決定及
び広報

・住民の避難等に係る計画立案
及び意思決定

・地方公共団体への指示

海外対応訓練
原子力事故の早期通報条約の枠組みによる国際通報やその他海外関係機関への

情報共有等が実施できる。
・国際通報
・情報共有



平成３０年度原子力総合防災訓練 訓練項目等（3/4) 資料６-３

訓練項目 訓練目標 主要活動項目

関
係
地
方
公
共
団
体
が
参
加
主
体
と
な
る
訓
練

災害対策本部等の運
営訓練

発電所の事故進展に応じて、関係地方公共団体において災害対策本部等を設置
し、地域防災計画等に基づく応急対策を実施するとともに、テレビ会議システム
等を活用し、ＥＲＣとＯＦＣとの間で継続的な情報共有ができる。

・要員参集
・本部活動

ＰＡＺ及びＰＡＺに
準じた避難を行う地
域内の施設敷地緊急
事態要避難者の避難
等実施訓練

施設敷地緊急事態発生の通報を受け、大飯・高浜のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた
避難を行う地域内の施設敷地緊急事態要避難者について、避難先の調整、輸送手
段の確保、避難者の受入れ等を行い、避難等が実施できる。

・要避難者の情報収集・伝達
・避難先の調整、輸送手段の確
保

・要避難者の避難

ＰＡＺ及びＰＡＺに
準じた避難を行う地
域内の住民の避難等
実施訓練

原子力緊急事態宣言後、原子力災害対策本部からの避難指示を受け、大飯・高
浜のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域内の住民について、避難先の調整、
輸送手段の確保、避難者の受入れ等を行うとともに、安定ヨウ素剤の服用を行っ
た上で、府県内外への避難等が実施できる。

・避難指示伝達
・避難先の調整、輸送手段の確
保

・避難、緊急配布・服用

ＵＰＺ内住民の屋内
退避実施訓練

原子力緊急事態宣言後、原子力災害対策本部からの屋内退避指示を受け、大
飯・高浜のＵＰＺ内の住民等の屋内退避や各機関の情報伝達等ができる。あわせ
て、屋内退避の意義等の理解促進を図る。

・屋内退避指示伝達
・物資輸送体制構築
・各機関への情報伝達

ＵＰＺ内一部住民の
一時移転実施訓練

ＯＩＬ２の基準を超過したことに伴い、大飯・高浜のＵＰＺ内で屋内退避中の
一部住民について、避難先の調整、輸送手段の確保、避難者の受入れ等を行い、
府県内外のＵＰＺ外への一時移転が実施できる。あわせて、各機関への情報伝達
及び一時移転住民への安定ヨウ素剤の緊急配布を行うとともに、避難退域時検査
場所を設置し、一時移転に伴う人員及び車両の避難退域時検査並びに簡易除染が
実施できる。

・一時移転指示伝達
・各機関への情報伝達
・安定ヨウ素剤の緊急配布
・避難退域時検査等

原子力災害医療訓練

ＯＩＬ２の判断に基づき一時移転する住民が経路上において受傷したことを想
定し、消防機関への通報から搬送先及び搬送手段の調整を含む情報伝達ができる。
また、救急車等による搬送を行い、搬送先の医療機関において、傷病者の汚染検
査、除染及び救急処置ができる。

・情報伝達
・救急処置

交通規制・警戒警備
訓練

警察、海上保安庁等による交通規制、船舶航行規制や道路管理者による道路状
況の確認等ができる。

・交通規制
・警戒警備

ヘリテレ伝送システ
ムによる情報収集訓
練

現地の活動や避難状況について、ヘリテレ映像等を関係機関に伝送し、国と関
係地方公共団体との間で情報共有ができる。

・ヘリテレ伝送システムによる
情報収集

・各機関への情報共有



平成３０年度原子力総合防災訓練 訓練項目等（4/4) 資料６-４

訓練項目 訓練目標 主要活動項目

原
子
力
事
業
者
が
参
加
主
体
と
な
る
訓
練

対策本部運営訓練

地震や発電所設備の故障等の発生に伴い、本店、大飯発電所及び高浜発電所に対

策本部を設置し、緊急事態応急対策を指揮するとともに、テレビ会議システム等を

活用し、発電所と本店、本店と中央との間で継続的な情報共有ができる。

・対策本部の設置、運営

・ERCプラント班との情報連携

通報連絡訓練
地震や発電所設備の故障等の発生に伴い、原子力事故等の状況について関係機関

への通報連絡が実施できる。
・関係機関への連絡

警備・避難誘導訓練
発電所構内作業者等の避難誘導及び避難場所への移動を行うとともに、発電所敷

地内の立入制限が実施できる。

・作業者等への避難周知・誘導

・発電所への立入り制限の指示

原子力災害医療訓練
発電所構内における放射性物質汚染を伴う傷病者に対する汚染除去等の応急措置

及び関係機関と連携し医療機関への搬送等が実施できる。

・負傷者の救助

・汚染状況の確認・汚染拡大

防止措置

・管理区域外への搬出

・医療機関との連携

事故収束訓練
施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の発生に伴い、発電所が保有する重大事故等

対処設備を活用した事故拡大防止措置が実施できる。
・事故収束活動

原子力事業所災害

対策支援拠点運営訓練

原子力事業所災害対策支援拠点の設営・運営を行い、本店、ＯＦＣ等との情報共

有ができる。

・資機材運搬

・原子力事業所災害対策支援

拠点の設営及び運営

・本店対策本部との連携

原子力事業者支援連携

訓練

原子力災害時における原子力事業者間の協力協定等の取決めに基づき、施設敷地

緊急事態発生に伴う要員派遣、資機材提供の支援要請連絡、原子力緊急事態支援セ

ンターから提供を受けた資機材の発災発電所への搬送等が実施できる。

・支援要請

・資機材確保、要員派遣

・現場偵察用無線ロボットの操

作



原子力総合防災訓練までの段階的訓練 資料７

連
番

時 期 訓練名 目的・狙い 主要訓練項目 参加者 保有練度のイメージ

内原防・規制庁 関係
省庁

自治
体

官邸 ERC OFC

１ ４月１６日 説明会・準
備訓練

総合防の訓練予定等につい
て説明し、関係者の認識を
統一（官邸要員、ＥＲＣ要
員、ＯＦＣ要員に区分して
３回実施）

・総合防までの訓練予定
・総合防での主要訓練事項
・会議資料の作成予定等

○ ○

４月１９日 ○ ○

４月１９日 ○ ○ (○)

２ ４月２３日 初動対応訓
練(実習・机
上)

拠点(官邸・ＥＲＣ)の立上、
初期対応について練度を向
上

・拠点の立上げ
・初期対応 ○ ○ ○

３ ５月２１日 機能班単位
訓練（机
上）

４つの場面（ＡＬ、ＳＥ、
ＧＥ、放射性物質放出以
降）における災害イメージ、
拠点、機能班、班員の対応
等について理解（官邸要員、
ＥＲＣ要員、ＯＦＣ要員に
区分して３回実施）

４つの場面における
・災害イメージ、拠点・機能班
の主な実施事項、班員の主な実
施事項等
・会議資料の作成手順・留意点
等

○ ○

５月２１日 ○ ○

６月１３日

○ ○ ○

４ ５月３１日 拠点運営訓
練（実習）

各拠点(官邸、ＥＲＣ、８号
館、ＯＦＣ等)の運営につい
て練度を向上（中央（官
邸・ＥＲＣ等）、現地（Ｏ
ＦＣ等）に区分して２回実
施）

拠点の運営
・機能班の活動
・機能班間の連携

○ ○ ○

６月１４日

○ ○ ○

５ ７月２４日、
２５日

拠点運営・
連携訓練(実
習）

各拠点の運営及び中央（官
邸、ＥＲＣ、中央合同庁舎
８号館）と現地（大飯ＯＦ
Ｃ、高浜ＯＦＣ、各自治体
及び原子力事業者）の拠点
間の連携について、練度の
向上を図る。

・迅速な初動体制の確立
・中央と現地組織の連携による
防護措置の実施方針等に係る意
思決定（避難等に係る実動は実
施しない） ○ ○ ○ ○ ○

６ ８月２５日、
２６日

原子力総合
防災訓練
（実習）

国、地方公共団体及び原子
力事業者における防災体制
等の実効性の確認等

・迅速な初動体制の確立
・中央と現地組織の連携による
防護措置の実施方針等に係る意
思決定
・住民避難等の実動

○ ○ ○ ○ ○

⑥
集
大
成

⑤
中
央
と

現
地
の
連
携

④
拠
点

の
運
営

③
機
能
班

の
活
動

②
初
動

対
応

①
基
礎

知
識

対
応
力
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
型
で

維
持
・
向
上

(低) (高)



「２つのＰＤＣＡサイクル」による原子力防災体制の充実・強化

Plan 計画策定

Do 実施

Check 評価

Action 改善 訓練方法の継続的改善
（PDCAサイクル）

原子力防災の継続的改善
（PDCAサイクル）

（例）防災計画の策定、体制の整備等

（例）防災対応の実践／訓練の実施

（例）防災対応の評価／訓練の評価

（例）緊急時対応、広域避難計画・マ
ニュアル等の改善

Plan
訓練の計画

Check
訓練の評価

Do
訓練の実施

Action
訓練の改善

防災計画、
体制の改善

訓練方法の改善

訓練を積重ねながら、危機管理能力を向上

資料８



評価種別・方法 評価種別・方法 資料９

評価
種別

評価方法 評価者 評価内容（概要）

自 己
評 価

直後レビュー
官邸・ERC・OFC・自治
体訓練参加者

・参加者同士の訓練の振
り返り、討議を通じた
評価

アンケート
官邸・ERC・OFC・自治
体訓練参加者

・参加者の役割に応じた
手順の理解度、達成度
等の自己評価

外 部
評 価

評価員評価

原子力防災専門官
上席放射線防災専門官
委託評価員
※官邸・ERC・OFC等に配置

・ERC、OFC機能班内・機
能班間、各拠点間の連
携等の対応状況の評価

・訓練方法の評価

専門家レビュー

外部専門家
災害対応ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、危機管理、
環境影響評価、放射線計測、
災害対応航空技術、原子力災
害医療等

※ERC・OFC等に配置

・危機管理、放射線モニ
タリング等各専門家の
専門領域に応じた評価

・訓練方法の評価



外部専門家・主な評価項目（1/2）

所 属 氏 名 専門分野 主な評価項目（視点）

国立研究開発法人
宇宙航空研究開発
機構
調布航空宇宙セン
ター

小林 啓二

・災害対応航空技術、防災
（経歴）
・宇宙航空研究開発機構航空技術部門
次世代航空イノベーションハブ主任研究
開発員

・原子力災害を含む大規模複合災害時の情報共有の在り方、
集結した航空機等の資源運用、今後の課題

（評価場所：官邸、ＥＲＣ、８号館、ＯＦＣ）

（公財）原子力安
全研究協会 片桐 裕実

・環境影響評価（モニタリング）
（経歴）
・元原子力緊急時支援・研修センター長
・JANSI「原子力防災訓練ガイドライン検
討会」委員

・原子力安全・保安院「オフサイトセン
ターの在り方に関する意見聴取会」委員

・原子力規制庁「緊急時モニタリングの在
り方に関する検討チーム」委員

・ＥＲＣの果たすべき役割（県災害対策本部等との連携の
在り方、今後の課題等）

（評価場所：官邸、ＥＲＣ）

国立研究開発法人
日本原子力研究開
発機構
福島研究開発部門
福島研究開発拠点
福島環境安全セン
ター

武石 稔

・環境放射線モニタリング
（経歴）
・福島環境安全センターにて福島の環境回
復に関する業務に従事

・技術士（原子力・放射線部門）
・原子力規制庁「環境放射線モニタリング
の技術検討チーム」メンバー

・原子力規制委員会「緊急事態応急対策委
員」

・緊急時モニタリング体制（仕組み）の実効性、今後の課
題

（評価場所：ＥＭＣ）

国立研究開発法人
量子科学技術研究
開発機構
放射線医学総合研
究所

立崎 英夫

・原子力災害医療
（経歴）
・量子科学技術研究開発機構 放射線医学
総合研究所被ばく医療センター セン
ター長

・元原子力安全委員会専門委員
・元原子力規制委員会原子力災害事前対策
の在り方等に関する検討チームメンバー

・原子力災害時の医療処置に関すること
・医療提供体制の実効性の検証及び課題の抽出
・医療処置時の放射線防護・汚染拡大防止措置の検証

（評価場所：県災害対策本部、県立病院等）

資料１０-１



外部専門家・主な評価項目（2/2）

所 属 氏 名 専門分野 主な評価項目（視点）

岩手大学 越野 修三

・危機管理、防災
（経歴）
・元岩手県防災危機管理監
・内閣府（防災） 防災スペシャリスト養

成研修講師
・内閣府(原子力防災)中核的人材研修講師

・災害対策本部の指揮・統制

（評価場所：自治体災害対策本部、ＯＦＣ）

横浜国立大学 野口 和彦

・危機管理（原子力緊急時対応）、
リスクマネジメントシステム

（経歴）
・横浜国立大学リスク共生社会創造
センター長

・原子力緊急時対応
・訓練の方法（方式、内容等）、今後の課題

（評価場所：ＯＦＣ）

(株)日本防災デザ
イン 熊丸 由布治

・危機管理、災害対応マネジメント、
消防戦術、NFPA、FEMA等の有資格者

（経歴）
・（社）災害対応訓練研究所代表理事
・前在日米陸軍統合消防次長

・米国基準（オンサイト訓練）との比較等
・原子力災害対策本部事務局での緊急時対応業務の在り方
及び関係機関との相互連携について

・今後の課題（特に、インシデント・コマンド・システム
の概念の更なる組織への浸透）

（評価場所：原子力施設事態即応センター、支援連携拠点、
ＯＦＣ(２日目) ）

(株)三菱総合研究
所 石井 和

・危機管理（原子力防災、一般防災）、
リスクマネジメント、訓練設計

（経歴）
・三菱総合研究所 科学・安全事業本部

主席研究員
産業セキュリティグループ グループ
リーダー

・対策本部等の運営の在り方
・訓練運営・評価の在り方、今後の課題

（評価場所：ＯＦＣ、県現地本部、避難等の実動拠点）

資料１０-２



訓練目的から評価までの流れ

訓練項目

主要活動項目 実績目標

活動検証要素

訓練項目ごとの
目標

実績評価

プロセス評価評価基準

総合評価

成立要件
(能力、計画、リソース等)

防災計画／体制
／

訓練方法の改善

要因分析

評価立案

企画立案

評価実施・改善

訓練目的 訓練目的の設定が最も重要

訓練目的から評価に至る関係 資料１１



改善

訓練・訓練評価

評価基準

実績目標

主要活動項目

検証要素

改善

訓練評価に基づく改善 資料１２

②プロセス

リソース
（要員・資機材）

①実績

能力（組織）

情報管理／認識共有・状況予測／
意思決定／指揮統制／組織間連携

計画・マニュ
アル、訓練等

③成立要件

能力（個人）

活動手順の理解／機器操作等への習熟

平時の防災対策



【訓練対象の評価】 【訓練方法の評価】

目標設定・状況付与・シナ
リオ等の評価

能力向上のための改善策 訓練方法の改善策

＜課題＞

訓練内容・
訓練方式等

訓練評価

実績評価 プロセス評価

成立要件に基づく要因分析

計画
（計画・マ
ニュアル等）

リソース
（要員・資機

材等）

組織能力
（指揮統制・意思
決定・連携等）

個人能力
（技能・意識

等）

訓練評価の全体像 資料１３



官邸 ＥＲＣ ＯＦＣ 福井県 おおい町 小浜市 高浜町 京都府・舞鶴市 滋賀県・高島市

8/25 08：00 地震発生

08：50 道路被災情報

福井県、京都府、滋賀県の

土砂崩れ等通行止め情報

09：20 大飯地域要避難者要請文発出

10：10 原災法10条通報（大飯）

10：15 施設敷地緊急事態要避難者

の避難等要請

住民の避難準備要請

11：00 原災法10条通報（高浜）

11：15 PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の施設敷地緊急

事態要避難者の避難等要請

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難準

備要請

14：00 原災法15条通報（大飯）

14：10 原災法15条通報（高浜）

14：35 総理への上申

14：55 原子力緊急事態宣言

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難指示

安定ヨウ素剤服用指示

主要イベント

大飯地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請

実施方針案の確認

大飯発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・大飯地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

第１回現地事故対策連絡会議

・大飯地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

非常災害対策本部会議・原子力事故合同対策本部会議（内閣府８号館）
・情報共有、１０条事象、避難要請等の説明、被害状況、現地活動状況、今後の対応、活動部隊への留意事項、プラント状況・見通し、モニタ
リング情報等

第３回現地事故対策連絡会議

・施設敷地緊急事態に伴う状況報告、全面緊急事態における実施方針(案)の決定

全面緊急事態における実施方針
（案）の策定 実施方針案の確認

公示・指示発出

原子力緊急事態宣言

原子力災害対策本部・非常災
害対策本部合同会議

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避指示

第１回合同対策協議会全体会議

・全面緊急事態における実施方針の確認、各市町準備状況報告

内閣府副大臣(原子力防災担
当)OFC到着(OFCの体制確立)

ＴＶ会議（ＥＲＣ、福井県、小浜市、高浜町、京都府、舞鶴市、滋賀県、高島市）×２回

・施設敷地緊急事態における実施方針（案）の決定

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避準備要請

実施方針案の確認

対象住民への屋内退避指示

対象住民への屋内退避準備要請

高浜地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請
対象住民への避難準備要請

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

施設敷地緊急事態における実施方
針（案）の策定

実施方針案の確認

対象住民への避難準備要請

対象住民への屋内退避準備要請

高浜発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・高浜地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

第２回現地事故対策連絡会議

・高浜地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

福井県県副知事、京都府副知事到
着

対象住民への屋内退避準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請 対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

大飯OFCに大飯発電所及び高
浜発電所に関する現地警戒本
部を統合

現地本部統合指示（案）

現地本部統合の決定

現地本部統合指示

現地警戒本部の統合

現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合

住民避難に係る意思決定の流れ（警戒事態） 資料１４



警戒事態要請文(大飯発電所)

訓 練 

要  請 
平成 30 年 8 月 25 日 9 時 4 分 

福井県知事 殿 

京都府知事 殿 

滋賀県知事 殿 

おおい町長 殿 

小浜市長 殿 

高浜町長 殿 

若狭町長 殿 

美浜町長 殿 

京都市長 殿 

舞鶴市長 殿 

綾部市長 殿 

南丹市長 殿 

京丹波町長 殿 

高島市長 殿 

 

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部長       

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機において原子力災害対策指針に定める警

戒事態に該当する原子力施設の重要な故障等が発生したことから、下記のとおり

対応するよう要請する。 

 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺに該当する市町の住民であって施設敷

地緊急事態要避難者は、避難準備を実施すること。ただし、避難の実施によ

り健康リスクが高まる要配慮者は屋内退避の準備を実施すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺに該当する市町の住民であって施設敷

地緊急事態要避難者に対する安定ヨウ素剤の配布準備を実施すること。 

・福井県、京都府及び滋賀県は、原子力規制委員会による緊急時モニタリング

センターの立ち上げの準備に協力するとともに、緊急時モニタリングの準備

を実施すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺ及びＵＰＺに該当する市町の住民、一

時滞在者その他公私の団体等は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等による情

報に注意すること。 

 

区分 県名 市町名 

ＰＡＺ 福井県
ふくいけん

 
おおい 町

ちょう

の一部（①） 

小浜市
お ば ま し

の一部（②） 

ＵＰＺ 

福井県
ふくいけん

 

おおい 町
ちょう

の全域（①を除く） 

小浜市
お ば ま し

の全域（②を除く） 

高浜町
たかはまちょう

の全域 

若狭町
わかさちょう

の全域 

美浜町
みはまちょう

の全域 

京都府
きょうとふ

 

京都市
きょうとし

の一部 

舞鶴市
まいづるし

の一部 

綾部市
あ や べ し

の一部 

南丹
なんたん

市
し

の一部 

京丹波町
きょうたんばちょう

の一部 

滋賀県
し が け ん

 高島市
たかしまし

の一部 

 

参 考 

資料１５



警戒事態要請文(高浜発電所)

訓 練 

要  請 
平成 30 年 8 月 25 日 10 時 4 分  

福井県知事 殿 

京都府知事 殿 

滋賀県知事 殿 

高浜町長 殿 

おおい町長 殿 

小浜市長 殿 

若狭町長 殿 

舞鶴市長 殿 

福知山市長 殿 

綾部市長 殿 

宮津市長 殿 

南丹市長 殿 

京丹波町長 殿 

伊根町長 殿 

高島市長 殿 

 

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部長       

 

関西電力株式会社高浜発電所第４号機において原子力災害対策指針に定める警戒事態に

該当する原子力施設の重要な故障等が発生したことから、下記のとおり対応するよう要請す

る。 

 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を実施する地域に該当す

る市町の住民であって施設敷地緊急事態要避難者は、避難準備を実施すること。ただし、

避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者は屋内退避の準備を実施すること。 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を実施する地域に該当す

る市町の住民であって施設敷地緊急事態要避難者に対する安定ヨウ素剤の配布準備を

実施すること。 

・福井県、京都府及び滋賀県は、原子力規制委員会による緊急時モニタリングセンターの

立ち上げの準備に協力するとともに、緊急時モニタリングの準備を実施すること。 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ、ＰＡＺに準じた避難を実施する地域及びＵＰＺ

に該当する市町の住民、一時滞在者その他公私の団体等は、防災行政無線、ラジオ、テ

レビ等による情報に注意すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 県名 市町名 

ＰＡＺ 
福井県
ふくいけん

 高浜町
たかはまちょう

の一部（①） 

京都府
きょうとふ

 舞鶴市
まいづるし

の一部（②） 

ＰＡＺに準じた防護措置を実施する

地域 
京都府
きょうとふ

 舞鶴市
まいづるし

の一部（③） 

ＵＰＺ 

福井県
ふくいけん

 

高浜町
たかはまちょう

の全域（①を除く） 

おおい 町
ちょう

の全域 

小浜市
お ば ま し

の全域 

若狭町
わかさちょう

の一部 

京都府
きょうとふ

 

福知山市
ふ く ち や ま し

の一部 

舞鶴市
まいづるし

の全域（②及び③を除く） 

綾部市
あ や べ し

の一部 

宮津市
み や づ し

の全域 

南丹
なんたん

市
し

の一部 

京丹波町
きょうたんばちょう

の一部 

伊根町
いねちょう

の一部 

滋賀県
し が け ん

 高島市
たかしまし

の一部 

 

参 考 

資料１６



原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地警戒本部の統合

 訓 練 

大飯発電所における事故及び高浜発電所における事故に対する原子力規制

委員会及び内閣府による現地本部の設置について 
 

平成３０年８月２５日１０時０３分 
原子力規制委員会・内閣府 
原子力事故合同警戒本部長 

 
 
関西電力株式会社大飯発電所３号機及び関西電力株式会社高浜発電所４号機

がほぼ同じタイミングで施設敷地緊急事態又は全面緊急事態に至る可能性が否

定できないことから、国の要員等の参集が地理的に容易な福井県大飯原子力防

災センターにおいて、大飯発電所における事故及び高浜発電所における事故に

対して一元的に対応することとした。 
なお、今後、事態が進展した場合においても同様に、福井県大飯原子力災害防

災センターにおいて一元的に対応することを基本とする。 
 
これを踏まえ、福井県大飯原子力防災センターに、大飯発電所に係る原子力

規制委員会・内閣府原子力事故合同現地警戒本部と高浜発電所事故に係る原子

力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地警戒本部を統合した、大飯発電所事

故及び高浜発電所事故に係る原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地警

戒本部を設置した。 
 
 

（以 上） 

資料１７



警戒事態におけるＥＲＣでの活動状況

運営支援班の活動

プラント班の初動対応

住民安全班の活動

プラント班から医療班へ負傷者情報の連絡

資料１８-１



警戒事態におけるＥＲＣでの活動状況

広報班と国際班の調整

オフサイト総括の初動対応

医療班の活動

地図を使用した情報共有

資料１８-２



機器等の立ち上げ

館内放送にてプラント状況の共有

原子力防災専門官によるＯＦＣ立ち上げ指示

住民安全班の活動

警戒事態におけるＯＦＣでの活動状況 資料１９-１



警戒事態におけるＯＦＣでの活動状況

実動対処班からの報告主要活動ボードへの記録

プラント状況の確認

資料１９-２



警戒事態におけるＥＭＣでの活動状況

ＥＭＣの活動上席放射線防災専門官によるＥＭＣ立上げ

ＥＭＣの活動

資料２０

ＥＭＣ活動の記録



官邸 ＥＲＣ ＯＦＣ 福井県 おおい町 小浜市 高浜町 京都府・舞鶴市 滋賀県・高島市

8/25 08：00 地震発生

08：50 道路被災情報

福井県、京都府、滋賀県の

土砂崩れ等通行止め情報

09：20 大飯地域要避難者要請文発出

10：10 原災法10条通報（大飯）

10：15 施設敷地緊急事態要避難者

の避難等要請

住民の避難準備要請

11：00 原災法10条通報（高浜）

11：15 PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の施設敷地緊急

事態要避難者の避難等要請

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難準

備要請

14：00 原災法15条通報（大飯）

14：10 原災法15条通報（高浜）

14：35 総理への上申

14：55 原子力緊急事態宣言

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難指示

安定ヨウ素剤服用指示

主要イベント

大飯地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請

実施方針案の確認

大飯発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・大飯地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

第１回現地事故対策連絡会議

・大飯地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

非常災害対策本部会議・原子力事故合同対策本部会議（内閣府８号館）
・情報共有、１０条事象、避難要請等の説明、被害状況、現地活動状況、今後の対応、活動部隊への留意事項、プラント状況・見通し、モニタ
リング情報等

第３回現地事故対策連絡会議

・施設敷地緊急事態に伴う状況報告、全面緊急事態における実施方針(案)の決定

全面緊急事態における実施方針
（案）の策定 実施方針案の確認

公示・指示発出

原子力緊急事態宣言

原子力災害対策本部・非常災
害対策本部合同会議

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避指示

第１回合同対策協議会全体会議

・全面緊急事態における実施方針の確認、各市町準備状況報告

内閣府副大臣(原子力防災担
当)OFC到着(OFCの体制確立)

ＴＶ会議（ＥＲＣ、福井県、小浜市、高浜町、京都府、舞鶴市、滋賀県、高島市）×２回

・施設敷地緊急事態における実施方針（案）の決定

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避準備要請

実施方針案の確認

対象住民への屋内退避指示

対象住民への屋内退避準備要請

高浜地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請
対象住民への避難準備要請

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

施設敷地緊急事態における実施方
針（案）の策定

実施方針案の確認

対象住民への避難準備要請

対象住民への屋内退避準備要請

高浜発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・高浜地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

第２回現地事故対策連絡会議

・高浜地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

福井県県副知事、京都府副知事到
着

対象住民への屋内退避準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請 対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

大飯OFCに大飯発電所及び高
浜発電所に関する現地警戒本
部を統合

現地本部統合指示（案）

現地本部統合の決定

現地本部統合指示

現地警戒本部の統合

現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合

住民避難に係る意思決定の流れ（施設敷地緊急事態） 資料２１



実施方針（１／２）

施設敷地緊急事態要避難者の防護措置（福井県）

施設敷地緊急事態における防護措置の実施方針（福井県） 資料２２-１

＜避難等に際しての基本的考え方＞
l ８月２５日８時００分に京都府北部にて地震が発生。地震被害からの安全確保を優先し、

安全が確保された場合にのみ防護措置を実施。
l 学校、こども園、保育所は休校等を判断。登校前の生徒・児童は保護者と行動する。登校

後の生徒・児童は学校、こども園、保育所にて保護者へ引き渡しを実施しているが、引き
渡しができなかった場合には、職員とともにバス等で避難先へ避難する。

関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＰＡＺにおける、以下の施設敷地緊急事態要
避難者を対象に避難を実施（対象：大飯２市町１８２人、高浜１町１８１３人）

ü 医療機関及び社会福祉施設の入所者
ü 学校、保育所等の生徒・児童等
ü 在宅の避難行動要支援者
ü 安定ヨウ素剤を服用できない者

【おおい町】
l ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者（学校、こども園の児童及び無理に避難すると健康

リスクが高まる者を除く）は、敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」へ避難を実施。
避難は支援者の車両又は自治体等が手配するバス、福祉車両を使用。

l 大島小学校において保護者への引き渡しができなかった児童は、職員とともに避難先施設
（敦賀市立粟野中学校）へ避難を実施。避難は自治体等が手配するバスを使用し、避難先
において保護者へ引き渡しを行う。

l 無理に避難すると健康リスクが高まる者（在宅の避難行動要支援者の一部）は、近隣の放
射線防護対策を講じた屋内退避施設（はまかぜ交流センター、大島小学校）において、避
難の準備が整うまで屋内退避を実施。その上で、本人の容体、避難用車両、避難先等の避
難体制が整い次第、避難先へ避難を実施。



実施方針（１／２）施設敷地緊急事態における防護措置の実施方針（福井県） 資料２２-２

【小浜市】
l ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者（無理に避難すると健康リスクが高まる者を除く）

は、敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」へ避難を実施。避難は支援者の車両又は
自治体等が手配するバス、福祉車両を使用。

l 無理に避難すると健康リスクが高まる者（在宅の避難行動要支援者の一部）は、近隣の放
射線防護対策を講じた屋内退避施設（福井県栽培漁業センター）において、避難の準備が
整うまで屋内退避を実施。その上で、本人の容体、避難用車両、避難先等の避難体制が整
い次第、避難先へ避難を実施。

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては一時集合施設（福井県栽培漁業センター）に
おいて緊急配布を実施。

【高浜町】
l ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者（医療機関・福祉施設の入所者、学校・保育所の生

徒・児童等及び無理に避難すると健康リスクが高まる者を除く）は、本来、美浜町保健福
祉センターへ避難する計画であるが、当センターは大飯発電所のＵＰＺ圏内に位置し、避
難先として適切でないことから、おおい町、小浜市の在宅の施設敷地緊急事態要避難者の
避難先である敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」へ避難を実施。避難は支援者の
車両又は自治体等が手配するバス、福祉車両を使用。なお、敦賀市福祉総合センターは、
高浜町の在宅の施設敷地緊急事態要避難者を受け入れ可能と確認済み。

l 医療機関（1施設）の入所者は敦賀市内の避難先病院（2施設）へ、福祉施設（4施設）の
入所者は敦賀市内の避難先施設（5施設）へ避難を実施。避難は自治体等が手配するバス、
福祉車両を使用。

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（各集合場所）において緊急配
布を実施。



実施方針（２／２）

一般住民への措置

施設敷地緊急事態における防護措置の実施方針（福井県） 資料２２-３

● ＰＡＺ内の一般住民には避難準備を要請。

l 小学校、保育所において保護者への引き渡しができなかった児童は、職員とともに避難
先施設（敦賀市内13施設）へ避難を実施。避難は自治体等が手配するバスを使用し、避
難先において保護者へ引き渡しを行う。

l 無理に避難すると健康リスクが高まる者（医療機関、社会福祉施設、在宅の避難行動要
支援者の一部）は、近隣の放射線防護対策を講じた屋内退避施設（旧音海小中学校、内
浦公民館、青郷小学校、高浜けいあいの里、若狭高浜病院、若狭高浜病院附属介護老人
保健施設）において、避難の準備が整うまで屋内退避を実施。その上で、本人の容体、
避難用車両、避難先等の避難体制が整い次第、避難先へ避難を実施。

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（各集合場所）において緊急
配布を実施。



高浜発電所
PAZ

大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

大飯発電所
UPZ

高浜町
内浦地区

高浜町
高浜地区

おおい町
大島地区

小浜市
内外海地区

○大飯発電所ＰＡＺ内のおおい町、小浜市の避難対象者※については、大飯発電所が10時10分に施設敷地緊急事態となり、防護
措置を実施中。

○高浜町のPAZ内の在宅の避難対象者※は、陸路にて避難先（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」）へ避難。
○高浜町のＰＡＺ内の医療機関、福祉施設の入所者は、施設毎の避難計画に従い避難先（敦賀市内2医療機関、5福祉施設）へ避

難。
○避難対象者※のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる方は、各放射線防護対策施設にて屋内退避。
○高浜町のＰＡＺ内の学校等の生徒・児童のうち、保護者への引き渡しのできない者は、学校等毎に、県の手配したバスで避難先

（敦賀市内13施設）へ避難。
※避難対象者… 施設敷地緊急事態要避難者

医療機関
社会福祉施設
学校
こども園・保育所
放射線防護対策施設

大飯発電所
UPZ

27

27

避難先：
敦賀市

※対象地域近傍に道路被害等による通行規制箇所があるが、
避難経路には影響がない。

※大飯発電所ＰＡＺ内のおおい町大島地区、小浜市内外海
地区の避難対象者は、防護措置を実施中。

高浜町
青郷地区

施設敷地緊急事態における避難の実施方針（福井県） 資料２３-１



関係自治体

対象者数

避難先
避難者数

要支援者等数 要支援者等数 内訳
（無理に避難すると健康リスクが高まるものを含む）支援者等数

福
井
県

おおい町 １４０名

７７名
在宅等： ６０名
学校：1施設 １７名

敦賀市

６３名

小浜市 ３６名

１８名

在宅等：１８名 敦賀市

１８名

高浜町 １,６９２名

８８４名
医療機関：1施設１１５名
社会福祉施設：4施設 ９８名
在宅等： ６３９名、
学校・保育所：8施設 ３２名

敦賀市

８０８名

合計 １,８６８名 要支援者等数 ９７９名 支援者等数 ８８９名

関係自治体

避難手段内訳

バス 福祉車両

必要台数 確保済台数 必要台数 確保済台数

福
井
県

おおい町 ３台 ３台 １２台 １２台

小浜市 １台 １台 ３台 ３台

高浜町 ２６台 ２６台 ４８台 ４８台

合 計 ３０台 ３０台 ６３台 ６３台

参考．おおい町集合場所（計2箇所）
はまかぜ交流センター、大島小学校

参考．小浜市集合場所（計1箇所）
福井県栽培漁業センター

参考．高浜町集合場所（計4箇所）
旧音海小中学校、内浦公民館、青郷小学校、高浜小学校

参考．避難手段の確保状況 （大飯発電所ＰＡＺを含む）

避難等対象者数 （大飯発電所ＰＡＺを含む）

施設敷地緊急事態における避難の実施方針（福井県） 資料２３-２



急事態（10条）における避難の実施計画施設敷地緊急事態における防護措置の実施方針（京都府） 資料２４

＜避難等に際しての基本的考え方＞
l ８月２５日８時００分に京都府北部にて地震が発生。地震被害からの安全確保を優先し、

安全が確保された場合にのみ防護措置を実施。

関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域における、以下の
施設敷地緊急事態要避難者を対象に避難を実施（対象：舞鶴市 ３２人）。
ü 在宅の避難行動要支援者
ü 安定ヨウ素剤を服用できない者

l 舞鶴市のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域内の施設敷地緊急事態要避難者（無理
に避難すると健康リスクが高まる者を除く）は、福知山市内の避難先施設（12施設）へ避
難を実施。避難は支援者の車両又は自治体等が手配するバス、福祉車両を使用。なお、道
路被害による通行不能のため陸路避難のできない地区について、田井地区の対象者は、陸
上自衛隊及び京都市消防局の手配するヘリコプター、成生地区及び野原地区の対象者は、
海上自衛隊及び海上保安庁の船舶を使用して避難。

l 無理に避難すると健康リスクが高まる者（在宅の避難行動要支援者の一部）は、近隣の放
射線防護対策を講じた屋内退避施設（みずなぎ鹿原学園等６施設）において、避難の準備
が整うまで屋内退避を実施。その上で、本人の容体、避難用車両、避難先等の避難体制が
整い次第、避難先へ避難を実施。

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては各集合場所等において緊急配布を実施。

一般住民への措置

● ＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域内の一般住民には避難準備を要請。

施設敷地緊急事態要避難者の防護措置（京都府）



参考．避難手段の確保状況

高浜発電所
PAZ

大飯発電所
PAZ

○舞鶴市のPAZ及びPAZに準じた避難を行う地域内の避難対象者※は、陸路にて避難先（福知山市）へ避難。
○道路被害による通行不能のため陸路避難ができない地区について、田井地区の避難対象者※はヘリコプターで舞鶴高専まで移

動、成生地区及び野原地区の避難対象者※は海路で舞鶴西港へ移動し、バスに乗り換え。
○避難対象者※のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる方は、各放射線防護対策施設にて屋内退避。

※避難対象者… 施設敷地緊急事態要避難者

凡例
放射線防護対策施設

※対象地域近傍に道路被害による通行不能箇所があり、陸路避難が
できない地区は、空路及び海路も使用して避難を行う。

避難等対象者数

関係
自治体

避難手段内訳

バス 福祉車両 小型船 ヘリコプター

必要
台数

確保済
台数

必要
台数

確保済
台数

必要
台数

確保済
台数

必要
台数

確保済
台数

京
都
府

舞鶴
市

４台 ４台 ８台 ８台 ２隻 ２隻 ２機 ２機

参考．一時集合場所（計６箇所）
杉山集会所前、松尾寺第一駐車場、大山公民館前、田井バス停、
成生漁村センター前、野原バス停前駐車場

大飯発電所
UPZ

高浜発電所
UPZ

舞鶴市
杉山地区、松尾地区

舞鶴市
大山地区、田井地区、成生地区、野原地区
（PAZに準じた避難を行う地域）

避難先：
福知山市

関係
自治体

対象者数

避難先避難
者数

要支援者等数 要支援者等数 内訳
（無理に避難すると健康リスクが高

まるものを含む）支援者等数

京
都
府

舞
鶴
市

４２人
３２人

在宅等： ３２人 福知山市

支援者１０人

小型船

ヘリコプター

舞鶴西港で
バスに乗り換え

舞鶴高専で
バスに乗り換え

施設敷地緊急事態における避難の実施方針（京都府） 資料２５



施設敷地緊急事態要請文(大飯発電所)

訓 練 

要  請 
  平成 30 年 8 月 25 日 10 時 31 分 

 

福井県知事 殿 

京都府知事 殿 

滋賀県知事 殿 

おおい町長 殿 

小浜市長 殿 

高浜町長 殿 

若狭町長 殿 

美浜町長 殿 

京都市長 殿 

舞鶴市長 殿 

綾部市長 殿 

南丹市長 殿 

京丹波町長 殿 

高島市長 殿 

 

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部長 

 

関西電力株式会社から大飯発電所第３号機において原子力災害対策特別措置法第１０

条第１項に定める事象が発生したとの通報を受け、当該事象が原子力災害対策指針に定め

る施設敷地緊急事態に該当すると判断したことから、下記のとおり対応するよう要請する  

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺに該当する市町の住民であって施設敷地緊

急事態要避難者は、安定ヨウ素剤の配布を受け避難すること。ただし、避難の実施

により健康リスクが高まる要配慮者は、屋内退避すること。当該地域の一時滞在者

であって自家用車等で帰宅できる者は安定ヨウ素剤の配布を受け帰宅すること。 

・屋内退避にあたっては、地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避の実施 

が困難な場合は、地震による影響がない安全な近隣の指定避難所等における屋内 

退避等を実施すること。 

・当該地域の一時滞在者であって自家用車等で帰宅できる者は安定ヨウ素剤の配布

を受け帰宅すること。 

・屋内退避にあたっては、地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避の実施

が困難な場合は、地震による影響がない安全な近隣の指定避難所等における屋内 

退避等を実施すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺに該当する市町の住民（施設敷地緊急事態

要避難者を除く）は、避難準備を実施すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺに該当する市町の住民（施設敷地緊急事態

要避難者を除く）に対する安定ヨウ素剤の配布準備を実施すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＵＰＺに該当する市町の住民は、屋内退避の準備

を実施すること。当該地域の一時滞在者であって自家用車等で帰宅できる者は帰宅

すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺ及びＵＰＺに該当する市町の住民、一時滞

在者その他公私の団体等は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意す

ること。 

 

資料２６-１



施設敷地緊急事態要請文

 

区分 県名 市町名 

ＰＡＺ 福井県
ふくいけん

 
おおい 町

ちょう

の一部（①） 

小浜市
お ば ま し

の一部（②） 

ＵＰＺ 

福井県
ふくいけん

 

おおい 町
ちょう

の全域（①を除く） 

小浜市
お ば ま し

の全域（②を除く） 

高浜町
たかはまちょう

の全域 

若狭町
わかさちょう

の全域 

美浜町
みはまちょう

の全域 

京都府
きょうとふ

 

京都市
きょうとし

の一部 

舞鶴市
まいづるし

の一部 

綾部市
あ や べ し

の一部 

南丹
なんたん

市
し

の一部 

京丹波町
きょうたんばちょう

の一部 

滋賀県
し が け ん

 高島市
たかしまし

の一部 

 

参 考 

資料２６-２



施設敷地緊急事態要請文(高浜発電所)

訓 練 

要  請 
       

平成 30 年 8 月 25 日 11 時 20 分 

 

福井県知事 殿 

京都府知事 殿 

滋賀県知事 殿 

高浜町長 殿 

おおい町長 殿 

小浜市長 殿 

若狭町長 殿 

舞鶴市長 殿 

福知山市長 殿 

綾部市長 殿 

宮津市長 殿 

南丹市長 殿 

京丹波町長 殿 

伊根町長 殿 

高島市長 殿 

 

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部長        

 

関西電力株式会社から高浜発電所第４号機において原子力災害対策特別措置法第１０

条第１項に定める事象が発生したとの通報を受け、当該事象が原子力災害対策指針に定め

る施設敷地緊急事態に該当すると判断したことから、下記のとおり対応するよう要請する。 

記 

 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域に該当す

る市町の住民であって施設敷地緊急事態要避難者は、安定ヨウ素剤の配布を受け避

難すること。ただし、陸路による避難が困難な地域については、避難できる準備が

整うまでの間、屋内退避をし、順次海路又は空路等による避難をすること。また、

避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者は、屋内退避すること。 

・当該地域の一時滞在者であって自家用車等で帰宅できる者は安定ヨウ素剤の配布を

受け帰宅すること。 

・屋内退避にあたっては、地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避の実施が

 

困難な場合は、地震による影響がない安全な近隣の指定避難所等における屋内退避

等を実施すること。 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域に該当す

る市町の住民（施設敷地緊急事態要避難者を除く）は、避難準備を実施すること。 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域に該当す

る市町の住民（施設敷地緊急事態要避難者を除く）に対する安定ヨウ素剤の配布準

備を実施すること。 

・関西電力株式会社高浜発電所のＵＰＺ（大飯発電所のＰＡＺを除く）に該当する市

町の住民は、屋内退避の準備を実施すること。当該地域の一時滞在者であって自家

用車等で帰宅できる者は帰宅すること。なお、大飯発電所のＰＡＺに該当する地域

の住民は、平成３０年８月２５日１０時３１分の要請に基づき行動すること。 

・関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域及びＵＰ

Ｚに該当する市町の住民、一時滞在者その他公私の団体等は、防災行政無線、ラジ

オ、テレビ等による情報に注意すること。 

 

資料２７-１



施設敷地緊急事態要請文(高浜発電所)

 

 

 

区分 県名 市町名 

ＰＡＺ 
福井県
ふくいけん

 高浜町
たかはまちょう

の一部（①） 

京都府
きょうとふ

 舞鶴市
まいづるし

の一部（②） 

ＰＡＺに準じた避難を行う

地域 
京都府
きょうとふ

 舞鶴市
まいづるし

の一部（③） 

ＵＰＺ 

福井県
ふくいけん

 

高浜町
たかはまちょう

の全域（①を除く） 

おおい 町
ちょう

の全域 

小浜市
お ば ま し

の全域 

若狭町
わかさちょう

の一部 

京都府
きょうとふ

 

福知山市
ふ く ち や ま し

の一部 

舞鶴市
まいづるし

の全域（②及び③を除く） 

綾部市
あ や べ し

の一部 

宮津市
み や づ し

の全域 

南丹
なんたん

市
し

の一部 

京丹波町
きょうたんばちょう

の一部 

伊根町
いねちょう

の一部 

滋賀県
し が け ん

 高島市
たかしまし

の一部 

 

参 考 

資料２７-２



資料２８-１

小松空港へ到着

自衛隊機（Ｃ-１)へ搭乗 入間基地を離陸

自衛隊機（Ｃ-１）より降機

国の職員・専門家の緊急輸送（入間基地～小松空港）



資料２８-２

おおい町総合運動公園へ到着 大飯原子力防災センターへ到着

国の職員・専門家の緊急輸送（小松基地～おおい町運動公園～大飯ＯＦＣ）

自衛隊機（ＣＨ-４７Ｊ）への搭乗 小松基地を離陸



施設敷地緊急事態における中央合同庁舎第８号館での活動状況

非常災害対策本部・原子力事故対策本部合同会議

資料２９

非常災害対策本部・原子力事故対策本部合同会議



施設敷地緊急事態におけるＥＲＣでの活動状況

放射線班の活動オフサイト総括による現地とのＴＶ会議

総括班と医療班の調整プラント班と放射線班の調整

資料３０



資料３１-１

第２回現地事故対策連絡会議（関係者との情報共有）

施設敷地緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

第１回現地事故対策連絡会議（関係者との情報共有）



資料３１-２

国職員への引き継ぎ現地本部長への報告

施設敷地緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

館内放送による情報共有住民避難状況の把握



資料３２-１

第４回現地事故対策連絡会議

施設敷地緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

第３回現地事故対策連絡会議（内閣府副大臣（原子力防災担当）到着後）



資料３２-２施設敷地緊急事態におけるＥＭＣでの活動状況

緊急時モニタリング実施計画の立案緊急時モニタリングデータの確認

モニタリング情報の見える化



官邸 ＥＲＣ ＯＦＣ 福井県 おおい町 小浜市 高浜町 京都府・舞鶴市 滋賀県・高島市

8/25 08：00 地震発生

08：50 道路被災情報

福井県、京都府、滋賀県の

土砂崩れ等通行止め情報

09：20 大飯地域要避難者要請文発出

10：10 原災法10条通報（大飯）

10：15 施設敷地緊急事態要避難者

の避難等要請

住民の避難準備要請

11：00 原災法10条通報（高浜）

11：15 PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の施設敷地緊急

事態要避難者の避難等要請

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難準

備要請

14：00 原災法15条通報（大飯）

14：10 原災法15条通報（高浜）

14：35 総理への上申

14：55 原子力緊急事態宣言

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難指示

安定ヨウ素剤服用指示

主要イベント

大飯地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請

実施方針案の確認

大飯発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・大飯地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

第１回現地事故対策連絡会議

・大飯地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

非常災害対策本部会議・原子力事故合同対策本部会議（内閣府８号館）
・情報共有、１０条事象、避難要請等の説明、被害状況、現地活動状況、今後の対応、活動部隊への留意事項、プラント状況・見通し、モニタ
リング情報等

第３回現地事故対策連絡会議

・施設敷地緊急事態に伴う状況報告、全面緊急事態における実施方針(案)の決定

全面緊急事態における実施方針
（案）の策定 実施方針案の確認

公示・指示発出

原子力緊急事態宣言

原子力災害対策本部・非常災
害対策本部合同会議

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避指示

第１回合同対策協議会全体会議

・全面緊急事態における実施方針の確認、各市町準備状況報告

内閣府副大臣(原子力防災担
当)OFC到着(OFCの体制確立)

ＴＶ会議（ＥＲＣ、福井県、小浜市、高浜町、京都府、舞鶴市、滋賀県、高島市）×２回

・施設敷地緊急事態における実施方針（案）の決定

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避準備要請

実施方針案の確認

対象住民への屋内退避指示

対象住民への屋内退避準備要請

高浜地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請
対象住民への避難準備要請

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

施設敷地緊急事態における実施方
針（案）の策定

実施方針案の確認

対象住民への避難準備要請

対象住民への屋内退避準備要請

高浜発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・高浜地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

第２回現地事故対策連絡会議

・高浜地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

福井県県副知事、京都府副知事到
着

対象住民への屋内退避準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請 対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

大飯OFCに大飯発電所及び高
浜発電所に関する現地警戒本
部を統合

現地本部統合指示（案）

現地本部統合の決定

現地本部統合指示

現地警戒本部の統合

現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合

住民避難に係る意思決定の流れ（全面緊急事態） 資料３３



全面緊急事態における防護措置の実施方針(福井県)

＜避難に際しての基本的考え方＞
l ８月２５日８時００分に京都府北部にて地震が発生。地震被害からの安全確保を優先し、安

全が確保された場合にのみ防護措置を実施。

【おおい町】
l ＰＡＺ内の住民は、兵庫県川西市内の避難先施設（川西市立加茂小学校 他３施設）へ避難を

実施。避難は原則自家用車とし、自家用車避難が困難な場合は自治体等が手配するバスを使
用。

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（集合場所）において緊急配布を
実施。

l 在宅の避難行動要支援者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者は、引き続き放射
線防護対策を講じた屋内退避施設（はまかぜ交流センター、大島小学校）において、避難に
必要な準備が整うまで屋内退避を実施。なお、避難をする際には、安定ヨウ素剤の服用指示
に従い、敦賀市の福祉避難所（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」）へ避難を実施。
避難には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使用。

避難の対象となる住民への措置（福井県）

関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＰＡＺにおける、全ての住民を対象に避難を実
施（対象：３市町 ６，９４６人）

資料３４-１



【小浜市】

l ＰＡＺ内の住民は、越前市内の避難先施設（県立武生商業高等学校）へ避難を実施。避難
は原則自家用車とし、自家用車避難が困難な場合は自治体等が手配するバスを使用｡

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては一時集合施設（福井県栽培漁業センター）に
おいて緊急配布を実施。

l 在宅の避難行動要支援者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者は引き続き放射
線防護対策を講じた屋内退避施設 (福井県栽培漁業センター)において、避難に必要な準
備が整うまで屋内退避を実施。なお、避難をする際には、安定ヨウ素剤の服用指示に従い、
敦賀市の福祉避難所（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」）へ避難を実施。避難
には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使用。

【高浜町】

l ＰＡＺ内の住民は、兵庫県宝塚市、三田市、猪名川町内の避難先施設（18施設）へ避難を
実施。避難は原則自家用車とし、自家用車避難が困難な場合は自治体等が手配するバスを
使用｡

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（集合場所等）において緊急配
布を実施。

全面緊急事態における防護措置の実施方針(福井県) 資料３４-２



全面緊急事態における防護措置の実施方針(福井県)

屋内退避の対象となる住民への措置

l 関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺにおける、おおい町・小浜市・
高浜町・若狭町・美浜町の住民は、屋内退避を実施（対象者数 65,053人）

l 医療機関及び社会福祉施設入所者、在宅の避難行動要支援者のうち、無理に避難すると健
康リスクが高まる者は引き続き放射線防護対策を講じた屋内退避施設 （旧音海小中学校
、内浦公民館、青郷小学校、高浜けいあいの里、若狭高浜病院、若狭高浜病院附属介護老
人保健施設）において、避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実施。なお、避難をする
際には、安定ヨウ素剤の服用指示に従い、敦賀市の福祉避難所（敦賀市福祉総合センター
「あいあいプラザ」）へ避難を実施。避難には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使
用。

資料３４-３



資料３５-１全面緊急事態（15条）における避難の実施計画

避難等実施方針

参考(1)．避難手段の確保状況

大飯
PAZ

大飯
UPZ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

避難先：
越前市

高浜
PAZ

高浜
UPZ

避難先：
川西市

避難先：
宝塚市
三田市
猪名川町

関係自治体
対象者数

避難先等
PAZ内一般住民

福
井
県

おおい町 ５９６人 川西市(4施設)

小浜市 ２３１人 越前市(1施設)

高浜町 ６,１１９人
宝塚市、三田市、猪名川町(18
施設)

合 計 ６,９４６人

車両一時保管場所：
三木総合防災公園

参考(2)．車両一時保管場所からの避難手段の確保状況

関係自治体

避難手段内訳

バス

必要台数 確保済台数

福
井
県

おおい町 １８台 １８台

高浜町 １８０台 １８０台

○おおい町、小浜市の大飯発電所ＰＡＺ内の一般住民及び高浜町の高浜発電所PAZ内の一般住民は、陸路にて避難
先（おおい町→川西市、小浜市→越前市、高浜町→宝塚市、三田市、猪名川町）へ避難。

○おおい町及び高浜町の住民は、車両一時保管場所（三木総合防災公園）において関西広域連合の手配したバスに
乗り換え。

○安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（バス集合場所等）において緊急配布を実施。

関係自治体

避難手段内訳

バス 福祉車両

必要台数 確保済台数 必要台数 確保済台数

福
井
県

おおい町 ２台 ２台 ― ―

小浜市 １台 １台 ― ―

高浜町 ２台 ２台 ― ―

全面緊急事態における避難の実施方針(福井県)



資料３５-２大飯発電所ＰＡＺ内における自家用車で避難できない住民の数と集合場所

大島地区

５７人

内外海地区

（泊、堅海）

２７人

うち と み

おおい町

小浜市

大島小学校

はまかぜ交流センター

PAZ
PAZ内
地域

対象者 うちバス
避難者数

おおい町

大島地区
５９６人 ５７人

小浜市

内外海地区

（泊、堅海）

２３１人 ２７人

合計 ８２７人 ８４人

福井県栽培漁業センター

泊

堅海

とまり かつみ

とまり

かつみ

おお い

うちと み

とまり かつみ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

小浜市
原子力災害対策本部

おおい町
災害対策本部

（凡例）

：一時集合場所

：原子力災害対策本部等
大飯オフサイトセンター

Ø おおい町及び小浜市による調査の結果、大飯発電所PAZ内地区における自家用車で避難できない住民は84人。

Ø おおい町大島地区の自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各一時集合場所に集まり、福井県又はおおい町が配車し
たバスで、三木総合防災公園を経由し、避難先である川西市へ避難。

Ø 小浜市内外海地区（泊、堅海）の自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、福井県又は小浜市が
配車したバスで、避難先である越前市へ避難。

全面緊急事態における避難の実施方針(福井県)



資料３５-３高浜発電所ＰＡＺ内における自家用車で避難できない住民の数と
からつし

からつし

たけおし

からつし

しろいしちょう こうほくまち

Ø 高浜町による調査の結果、高浜発電所PAZ内地区における自家用車で避難できない住民は82人。

Ø 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各一時集合場所に集まり、福井県又は高浜町が配車したバスで、三木
総合防災公園を経由し、避難先である宝塚市、三田市、猪名川町へ避難。

PAZ内
地域 対象者

うちバス
避難者数

内浦地区 ５３６人 8人

青郷地区 ２，０２２人 22人

高浜地区 ３，５６１人 52人

合計 ６,１１９人 82人

PAZ

内浦公民館
旧音海小中学校

青郷小学校

高浜地区
５２人

たか はま

青郷地区
２２人

せい きょう

内浦地区
８人

うち うら

高浜小学校

（凡例）

：一時集合場所

：災害対策本部

高浜町災害対策
本部

うち うら

おと み

せいきょう

うち うら

たかはま

せいきょう

たか はま

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

高浜オフサイ
トセンター

全面緊急事態における避難の実施方針(福井県)



資料３６-１実施方針（１／２）

避難の対象となる住民への措置（京都府）

全面緊急事態における防護措置の実施方針（京都府）

＜避難に際しての基本的考え方＞
l８月２５日８時００分に京都府北部にて地震が発生。地震災害からの安全確保を優先し、安全
が確保された場合にのみ防護措置を実施。

関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域における、全ての住
民を対象に避難を実施
（対象：１市（舞鶴市） ５３６人）

l舞鶴市のＰＡＺ内（杉山、松尾）及びＰＡＺに準じた避難を行う地域内（大山、田井、成生、
野原）の住民は、京都市東山区内の避難先施設（12施設）へ避難を実施。避難は自家用車又は
舞鶴市等が手配するバスを使用することとし（野原地区を除く）、バス避難者は地区ごとに定
められた一時集合場所に徒歩等で移動し、バスに乗車。
l道路被害により陸路避難ができない野原地区の住民は、野原漁港から海上保安庁の船舶で舞鶴
西港へ移動し、舞鶴西港からバスで避難。
l避難に際しては、安定ヨウ素剤を服用するものとし、安定ヨウ素剤を携行していない者に対し
ては各バス集合場所等において緊急配布を実施。
l在宅の要支援者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者は、引き続き近隣の放射線防
護対策を講じた屋内退避施設（みずなぎ鹿原学園等６施設）において、避難に必要な準備が整
うまで屋内退避を実施。なお、避難をする際には、安定ヨウ素剤の服用指示に従い、福知山市
内の避難先施設へ避難を実施。避難には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使用。



資料３６-２実施方針（２／２）全面緊急事態における防護措置の実施方針（京都府）

屋内退避の対象となる住民への措置

l 関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺにおける住民（高浜発電所のＰＡＺに
準じた防護措置を実施する地域を除く）は、屋内退避を実施（対象者数119,550人）



資料３７-１全面緊急事態（15条）避難における実施計画

参考．避難手段の確保状況

○舞鶴市（PAZ及びPAZに準ずる避難を行う地域）の一般住民は、陸路にて避難先（京都市東山区）に避難。
○道路被害により陸路避難ができない野原地区の住民は、海上保安庁の船舶で舞鶴西港へ移動した後、バスにて避

難先（京都市東山区）に避難。
○施設敷地緊急事態要避難者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者は引き続き屋内退避を実施。避難に必

要な準備が整ってから避難先（福知山市）に避難。
○安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（一時集合場所等）において緊急配布を実施。

大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

高浜発電所
PAZ

大飯発電所
UPZ

避難先：
京都市
東山区

放射線防護対策施設

関係自治体

対象者数

避難先等PAZ内及びPAZ
に準ずる地域

京
都
府

舞鶴市 ５３６人
京都市東山区
(12施設)

避難等対象者数

関係自治体

対象者数内訳

バス 船舶

必要
台数

確保済
台数

必要台
数

確保済台
数

京
都
府

舞鶴市 １１台 １１台 １隻 １隻

※道路被害により陸路避難ができない野原地区の住民は、海
上保安庁が手配する船舶も使用して避難。

全面緊急事態における避難の実施方針（京都府）



資料３７-２舞鶴市における自家用車で避難できない住民の数と集合場所

Ø 舞鶴市による調査の結果、陸路避難できない野原地区を除く舞鶴市の５地区における自家用車で避難できない住民は36人。

Ø 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各集合場所に集まり、京都府、舞鶴市又は関西電力が配車した車両で、避難先
である京都市東山区へ避難。

Ø 野原地区の住民234人については、道路被害により陸路避難ができないため、海上保安庁の船舶で舞鶴西港へ移動し、舞
鶴市が手配したバスで京都市東山区へ避難。

PAZ内地域
対象者

うちバス
避難者数

松尾地区 16人 2人

杉山地区 37人 5人

大山地区 47人 6人

田井地区 153人 17人

成生地区 49人 6人

野原地区 234人
船舶避難

234人

合計 536人
バス 36人
船舶234人

成生地区
６人

なり う

成生漁村センター前
なり う

杉山集会所前
すぎやま

田井バス停（水ヶ浦地区
は水ヶ浦入口付近）

た い

ＰＡＺ

舞鶴市
災害対策本部

田井地区
１７人

た い

杉山地区
５人

すぎやま

松尾寺第一駐車場

大山地区
６人

おおやま

大山公民館前
おお やま

まいづる し

野原地区
２３４人

の はら

た い

な り う

の はら

おおやま

すぎやま

まつ お

（凡例）

：一時集合場所

：災害対策本部

まつのお でら

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

松尾地区
２人

まつ お

野原漁港
の はら

：船舶乗船場所

全面緊急事態における避難の実施方針（京都府）



実施方針

避難の対象となる一般住民への措置

l 対象の住民なし

屋内退避の対象となる住民への措置

l 関西電力株式会社高浜発電所のＵＰＺには住民が居住していないこと、大飯発電所ＵＰ
Ｚは高浜発電所ＵＰＺを包含することから、大飯発電所ＵＰＺに含まれる地域の住民に
対し屋内退避を指示

大飯
PAZ

高浜
UPZ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

京都市

高浜
PAZ

大飯
UPZ

社会福祉施設
学校

屋内退避指示
対象地域

高島市
旧今津西小学校区
朽木東小学校区
朽木西小学校区

全面緊急事態における防護措置の実施方針（滋賀県） 資料３８



資料３９-１全面緊急事態指示文

訓 練 

指  示 
             平成 30 年 8 月 25 日 14 時 57 分  

 

福井県知事 殿 

京都府知事 殿 

滋賀県知事 殿 

おおい町長 殿 

小浜市長 殿 

高浜町長 殿 

若狭町長 殿 

美浜町長 殿 

舞鶴市長 殿 

京都市長 殿 

綾部市長 殿 

南丹市長 殿 

京丹波町長 殿 

福知山市長 殿 

宮津市長 殿 

伊根町長 殿 

高島市長 殿 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号機で発生した事故に

関し、原子力災害対策特別措置法第１５条第３項の規定に基づき下記のとおり指示す

る。 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺ、高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた

避難を行う地域に該当する市町の住民及び一時滞在者は、安定ヨウ素剤の配布を

受け服用し、避難すること。ただし、陸路による避難が困難な地域については、

避難できる準備が整うまでの間、屋内退避をし、順次海路等による避難をするこ

と。また、避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者は、引き続き屋内退避

すること。 

 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺ（大飯発電所のＰＡＺ、高

浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域を除く）に該当する市町の

住民及び一時滞在者は、屋内退避を実施すること。 

・屋内退避にあたっては、地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避の実施

が困難な場合は、地震による影響がない安全な近隣の指定避難所等における屋内

退避等を実施すること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＰＡＺ、高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた

避難を行う地域並びに両発電所のＵＰＺに該当する市町の住民、一時滞在者その

他公私の団体等は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

 



資料３９-２全面緊急事態指示文

 

 
 

区分 県名 市町名 

ＰＡＺ 
福井県
ふくいけん

 

おおい 町
ちょう

の一部（①） 

小浜市
お ば ま し

の一部（②） 

高浜町
たかはまちょう

の一部（③） 

京都府
きょうとふ

 舞鶴市
まいづるし

の一部（④） 

ＰＡＺに準じた避難を行う

地域 
京都府
きょうとふ

 舞鶴市
まいづるし

の一部（⑤） 

ＵＰＺ 

福井県
ふくいけん

 

おおい 町
ちょう

の全域（①を除く） 

小浜市
お ば ま し

の全域（②を除く） 

高浜町
たかはまちょう

の全域（③を除く） 

若狭町
わかさちょう

の全域 

美浜町
みはまちょう

の全域 

京都府
きょうとふ

 

京都市
きょうとし

の一部 

舞鶴市
まいづるし

の全域（④及び⑤を除く） 

綾部市
あ や べ し

の一部 

南丹
なんたん

市
し

の一部 

京丹波町
きょうたんばちょう

の一部 

福知山市
ふ く ち や ま し

の一部 

宮津市
み や づ し

の全域 

伊根町
いねちょう

の一部 

滋賀県
し が け ん

 高島市
たかしまし

の一部 

参 考 
（別紙） 

安定ヨウ素剤予防服用に当たって 

 

１．服用対象者 

下記の者を除いて、一時滞在者等も含め、指示を受けた地域に所在する者全員服用

すること。 

・服用不適切者 

・自らの意思で服用しない者 

ただし、事前配布を行わない地域の住民や一時滞在者等について、服用不適項目や

慎重投与項目を厳密に把握していない場合、服用後、しばらくの間（３０分程度が目

安）、服用者の様態を医療関係者、地方公共団体職員や家族等が観察すること。 

また、嚥下機能の低下により内服が困難な者については、内服による誤嚥の危険性

に配慮すること。 

 

２．服用回数 

１回を原則とする。 

なお、２回目の服用を考慮しなければならない状況では、避難を優先させること。 

 

３．服用量及び服用方法 

 以下の表 1に示す。 
1 安定ヨウ素剤の配布･服用に当たって（平成 28 年 9月 30 日）一部改変 

対象者 

ヨウ素量(mg) 

ヨウ化カリウムに

対する相当量 

ヨウ化カリウム量 

(mg) 
薬剤 

生後１ヶ月未満 12.5 16.3 
16.3mg ゼリー剤 

（１包） 

生後１か月以上３歳未満 25 32.5 
32.5mg ゼリー剤 

（１包） 

３歳以上１３歳未満 38 50 
50mg 丸剤※ 

（１丸） 

１３歳以上 76 100 
50mg 丸剤※ 

（２丸） 

※丸剤の服用が困難な者は、粉末剤を水等にて溶解した液体又はゼリー剤を用いることができる。 

 



原子力災害対策本部・非常災害対策本部合同会議

全面緊急事態における官邸での活動状況 資料４０

総理による原子力緊急事態宣言 原子力災害対策本部・非常災害対策本部合同会議



全面緊急事態におけるＥＲＣでの活動状況

広報官による記者会見

資料４１

原子力災害対策本部・非常災害対策本部合同会議の傍聴

総括班と住民安全班の調整 放射線班の活動



資料４２-１全面緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

全面緊急事態を受け班長会議 広報官による記者会見

映像伝送にて現地状況の共有 原子力災害対策本部・非常災害対策本部合同会議の傍聴



資料４２-２全面緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

第１回原子力災害合同対策協議会（ＰＡＺ避難、ＵＰＺ屋内退避指示）

第１回原子力災害合同対策協議会（ＰＡＺ避難、ＵＰＺ屋内退避指示）



資料４２-３全面緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

電子ホワイトボード等を使用した情報共有（左側は原子力防災活動情報システム）

プラントチームの活動状況 総括班の活動状況



全面緊急事態におけるＥＭＣでの活動状況

ＥＭＣの活動状況

緊急時モニタリング結果の確認

資料４３

ＰＣＴＶ会議を用いた拠点間情報共有



資料４４実施方針

一時移転等の対象となる地区

一時移転等の実施方針（福井県小浜市）

＜一時移転に際しての基本的考え方＞（以下、実動訓練について記載）

【一時移転】
l 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実

施（対象者数 今富小学校区４０人）。一時移転に際しては、福井県若狭合同庁舎で
安定ヨウ素剤の配布を受け、敦賀市総合運動公園にて避難退域時検査を受けること。

l 今富小学校区内の学校、保育所等は、地震発生に伴い休校措置を行っており、施設内
の滞在者は無し。

l なお、一時移転までの間、自宅損壊等により自宅での屋内退避が困難である者は、近
隣の指定避難所等にて屋内退避を実施する。

【地域生産物の摂取制限】
l 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

小浜市の一部（今富小学校区（府中、和久里、木崎、多田、生守、野代、尾崎、湯岡、伏原、
生守団地））における全ての住民を対象に、一時移転を実施
（計１０地区５,０６０人）



福井県小浜市住民の一時移転の概要 資料４５-１

69

UPZ

PAZ

【避難経路 】

国道27号→敦賀市総合運動公園→国道27号→
国道8号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→鯖江ＩＣ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

避難先：
鯖江市

避難退域時検査：
敦賀市総合運動公園

⃝ 小浜市今富小学校区の住民は、一週間程度内に一時移転を実施。

⃝ 一時移転に当たっては、福井県若狭合同庁舎において安定ヨウ素剤の配布を受け、敦賀市総合運
動公園で避難退域時検査を受けること。

今富小学校区
安定ヨウ素剤配布場所：
福井県若狭合同庁舎



福井県小浜市住民の一時移転の概要 資料４５-２

PAZ

（凡例）

：一時集合場所

70
市町地区

対象者数 自家用車で避難でき
ない住民の人数ＵＰＺ

小
浜
市

今富地区 ３５人 ３２人

避難等対象者数

⃝ 自家用車で避難できない住民は、徒歩で集合場所に集まり、福井県又は小浜市が配車した車両で、一時移転先で
ある鯖江市へ一時移転等を行う。

：安定ヨウ素剤
緊急配布場所

安定ヨウ素剤配布場所：
福井県若狭合同庁舎

今富小学校

今富公民館



一時移転指示文(福井県小浜市)

訓 練 

指  示  
       

平成 30 年 8 月 26 日 9 時 24 分  

 

福井県知事 殿 

小浜市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号で発生した事故に関

し、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応する

よう指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、福井県小浜市今富

小学校区の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をする

こと。また、一時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、福井県小浜市今富

小学校区の地域生産物の出荷及び摂取を控えること。 

・福井県小浜市の一時移転の対象となる住民は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等

による情報に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

参考 

【福井県】 

区分 市町名 地区名 

大飯発電所及び 

高浜発電所の 

ＵＰＺ 

小浜市 今富
いまとみ

小学校区 

 

資料４６



実施方針

＜避難に際しての基本的考え方＞
【一時移転】
l 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実

施（対象者数 朝来小学校区３０人）。一時移転に際しては、福知山市三段池公園に
て避難退域時検査を受けること。

l 朝来小学校区内の学校・保育所等は、地震発生に伴い休校措置を行っており、施設内
の滞在者は無し。

l 社会福祉施設（通所施設）は、地震発生に伴い休所措置を行っており、施設内の滞在
者は無し。

l なお、一時移転までの間、自宅損壊等により自宅での屋内退避が困難である者は、近
隣の指定避難所にて屋内退避を実施する。

【地域生産物の摂取制限】
l 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

一時移転の対象となる地区

舞鶴市の一部（Ｂゾーン（大浦小学校区、志楽小学校区、朝来小学校区、新舞鶴小学校区））
における全ての住民を対象に、一時移転を実施
（計１２地区１１,４７２人）

一時移転等の実施方針（京都府舞鶴市） 資料４７



舞鶴市におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

Ø 朝来小学校区の住民は、一週間程度内に一時移転を実施。

Ø 一時移転に当たっては、集合場所（朝来小学校）において安定ヨウ素剤の配布を受け、避難退域
時検査を福知山市三段池公園で行う。

大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

高浜発電所
PAZ

大飯発電所
UPZ

避難先：
京都市
西京区

避難帯域時検査場所
福知山市三段池公園

集合場所：
朝来小学校

京都府舞鶴市住民の一時移転の概要 資料４８



一時移転指示文(京都府舞鶴市)

訓 練 

指  示  
       

平成 30 年 8 月 26 日 9 時 42 分  

 

京都府知事 殿 

舞鶴市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号で発生した事故に関

し、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応する

よう指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、京都府舞鶴市Ｂゾ

ーン（大浦小学校区、志楽小学校区、朝来小学校区、新舞鶴小学校区）の住民は、

安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をすること。また、一時移

転に際しては、避難退域時検査を受けること。 

・関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺのうち、京都府舞鶴市Ｂゾ

ーン（大浦小学校区、志楽小学校区、朝来小学校区、新舞鶴小学校区）の地域生

産物の出荷及び摂取を控えること。 

・京都府舞鶴市の一時移転の対象となる住民は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等

による情報に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 参考 

【京都府】 

区分 市町名 地区名 

大飯発電所及び 

高浜発電所の 

ＵＰＺ 

舞鶴市 
Ｂゾーン（大浦

おおうら

小学校区、志
し

楽
らく

小学校区、朝来
あ せ く

小学校区、新舞鶴
しんまいづる

 

小学校区） 

 

資料４９



実施方針

＜避難に際しての基本的考え方＞
【一時移転】
l 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実

施（対象者数 ６地区１４人）。
l 一時移転に際しては、集合場所または避難退域時検査場所において安定ヨウ素剤の配

布を受け、朽木中学校にて避難退域時検査を受けること。
l 朽木西小学校区内の学校（１施設）は、地震発生に伴い休校措置を行っており、施設

内の滞在者は無し。
l 対象地区近傍に地震による通行不能箇所があるため、住民は一時移転の準備が整うま

で屋内退避を継続し、ヘリにて一時移転を実施。
l なお、一時移転までの間、自宅損壊等により自宅での屋内退避が困難である者は、近

隣の指定避難所にて屋内退避を実施する。

【地域生産物の摂取制限】
l 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

一時移転の対象となる地区

高島市の一部（朽木西小学校区（朽木能家、朽木小入谷、朽木生杉、朽木中牧、朽木古屋、朽
木桑原））における全ての住民を対象に、一時移転を実施
（計６地区８６人）

一時移転等の実施方針（滋賀県高島市） 資料５０



高島市（朽木西小学校区）におけるUPZ内から一時滞在場所までの経路

＜凡例＞

：避難退域時検査場所

：一時集合場所

：避難経路

⃝ 高島市朽木西小学校区の住民は、一週間程度内に一時移転を行う。
⃝ 安定ヨウ素剤の緊急配布は、一時集合場所（朽木西小学校）にて行う。
⃝ 一時移転に際しては、朽木中学校で避難退域時検査を受けること。

⃝ 対象地区近傍の避難経路に道路損壊等による通行不能箇所があるため、住民は一時移転の準備
が整うまで屋内退避を継続し、ヘリにて一時移転を実施。

つのがわ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

朽木西小学校

※避難経路に通行不能箇所があるため、一時
移転の準備が整うまで屋内退避を継続。

：一時移転先

避難退域時
検査場所：
朽木中学校

一時移転先：
グリーンパーク

想い出の森

滋賀県高島市住民の一時移転の概要 資料５１-１



高島市（朽木西小学校区）における孤立住民の数及び一時移転実施方針

朽木西小学校

＜凡例＞

：一時移転先

Ｈ ：ヘリ発着地点

：一時集合場所

：避難経路

Ｈ

つのがわ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

つのがわ

Ｈ

市町地区
ＵＰＺ 道路途絶により陸路避難

できない住民の人数対象者数

高島市 朽木西小学校区 １４人 １４人

自衛隊ヘリ １機
県防災ヘリ １機

朽木西小学校
グラウンド

避難退域時
検査場所：
朽木中学校

⃝ 高島市朽木西小学校区の住民は、ヘリで避難退域時検査場所（朽木中学校）へ移動し、その後、バ
スにより高島市内の一時移転先（グリーンパーク想い出の森）へ一時移転を実施。

⃝ 滋賀県防災航空隊（１機）及び陸上自衛隊（１機）においてヘリを確保済。
⃝ 天候等によりヘリによる一時移転が不可能な場合は、住民は屋内退避を継続。道路啓開を行い、バ

スで一時移転を実施。

朽木中学校

グラウンド

一時移転先：
グリーンパーク

想い出の森

：避難退域時検査場所

滋賀県高島市住民の一時移転の概要 資料５１-２



一時移転指示文(滋賀県高島市)

訓 練 

指  示  
       

平成 30 年 8 月 26 日 9 時 42 分  

 

滋賀県知事 殿 

高島市長 殿 

 

原子力災害対策本部長 安倍 晋三    

 

関西電力株式会社大飯発電所第３号機及び高浜発電所第４号で発生した事故に関

し、原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき下記のとおり対応する

よう指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社大飯発電所のＵＰＺのうち、滋賀県高島市朽木西小学校区の住

民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をすること。また、一

時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。 

・関西電力株式会社大飯発電所のＵＰＺのうち、滋賀県高島市朽木西小学校区の地

域生産物の出荷及び摂取を控えること。 

・滋賀県高島市の一時移転の対象となる住民は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等

による情報に注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 参考 

【滋賀県】 

区分 市町名 地区名 

大飯発電所の 

ＵＰＺ 
高島市 朽木西

くつきにし

小学校区 

 

資料５２



一時移転等におけるＥＲＣでの活動状況

機能班からオフサイト総括へ報告 医療班と住民安全班の調整

放射線班と広報班の調整 医療班の活動

資料５３



資料５４-１一時移転等におけるＯＦＣでの活動状況

第２～４回原子力災害合同対策協議会（一時移転の指示）

第５～７回原子力災害合同対策協議会（一時移転の実施状況の確認）



資料５４-２一時移転等におけるＯＦＣでの活動状況

医療班の活動 会議資料の配布

放射線班、住民安全班及び総括班の調整 一時移転の状況把握



資料５５一時移転等におけるＥＭＣでの活動状況

緊急時モニタリング活動の共有 ＰＣＴＶ会議を用いた各拠点間情報共有

緊急時モニタリング結果の報告 緊急時モニタリング結果の共有



避難地区
(施設名)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難先施設名 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

大島小学校 44 バス（２台） 三木総合防災公園 8:30 8:30 10:39

青郷小学校 32 バス（１台） 三木総合防災公園 8:30 8:30 11:12

青郷保育所 7 バス（１台） 三木総合防災公園 8:30 8:30 11:12

ＰＡＺ内要避難者の避難実施結果（小学校、保育所） 資料５６

大飯発電所

高浜発電所
ＰＡＺ

大飯発電所
ＰＡＺ

若狭ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

大島小学校

高浜発電所

青郷小学校
青郷保育所

兵庫県三木総合
防災公園

兵庫県三木総合
防災公園へ



避難地区
(施設名)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難先施設名 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

2 福祉車両（１台） 市立敦賀病院 11:25 11:50 12:50

3 救急車（１台） 市立敦賀病院 11:40 11:25 12:56

高浜病院老健施設 5 福祉車両（２台） 三木総合防災公園 11:25 11:25 12:35

青葉苑 2 福祉車両（１台） 三木総合防災公園 11:25 11:30 12:40

であいの郷 2 福祉車両（１台） 三木総合防災公園 11:25 11:25 12:40

若狭高浜病院

ＰＡＺ内要避難者の避難実施結果（病院、社会福祉施設） 資料５７

大飯発電所

高浜発電所
ＰＡＺ

大飯発電所
ＰＡＺ

若狭ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

高浜発電所

であいの郷

青葉苑

高浜病院
老健施設

若狭
高浜病院

高浜病院入院患者等搬送 → 敦賀病院へ

高浜病院老健施設入所者搬送 → 敦賀市リバーサイド気比の杜へ

青葉苑・であいの郷入所者搬送→ 敦賀市常磐荘へ



高浜発電所
PAZ

大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

大飯発電所
UPZ

高浜町
高浜地区

大飯発電所
UPZ

27

27

高浜町
青郷地区

ＰＡＺ内要避難者の避難実施結果（福井県）（在宅要避難者）

医療機関
社会福祉施設
学校
こども園・保育所
放射線防護対策施設

はまかぜ交流センター

敦賀市
福祉総合センター

栽培漁業センター

内浦公民館

資料５８

避難地区
(施設名)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難先施設名 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

おおい町大島地区
（はまかぜ交流センター）

2 福祉車両（１台）
敦賀市

福祉総合センター
10:35 10:25 11:35

小浜市堅海地区
（栽培漁業センター）

5 福祉車両（２台）
敦賀市

福祉総合センター
10:30 10:27 11:33

高浜町内浦地区
（内浦公民館）

4 福祉車両（２台）
敦賀市

福祉総合センター
11:25 11:25 12:50

高浜町青郷地区
（自宅）

6 福祉車両（３台）
敦賀市

福祉総合センター
11:25 11:25 12:40

高浜町高浜地区
（自宅）

4 福祉車両（２台）
敦賀市

福祉総合センター
11:25 11:25 12:35



高浜発電所
PAZ

大飯発電所
PAZ

凡例
放射線防護対策施設

大飯発電所
UPZ

高浜発電所
UPZ

舞鶴市
杉山地区、松尾地区

舞鶴市
大山地区、田井地区、成生地区、野原地区
（PAZに準じた避難を行う地域）

避難先：
福知山市

小型船

ヘリコプター

ＰＡＺ内要避難者の避難実施結果（京都府）（在宅要避難者） 資料５９

避難地区
(施設名)

実績
人数

移動手段
(台数)

集合場所 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

3 陸自ヘリ（１機） 朝来小学校 9:15 9:15 9:40

3 京都市消防ヘリ（１機） 朝来小学校 9:30 9:30 9:50

3 海自ヘリ（１機） 朝来小学校 14:00 14:00 14:45

舞鶴市野原地区
（野原漁港）

1 海保船舶（１隻） 舞鶴市西総合会館 8:00 9:10 11:00

舞鶴市田井地区
（田井漁村センター）



大飯
PAZ

大飯
UPZ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

高浜
PAZ

高浜
UPZ

ＰＡＺ内住民の避難実施結果（福井県おおい町、小浜市）

川西市
川西北小学校

車両一時保管場所
三木総合防災公園

越前市
武生商業高校

小浜市堅海地区
（栽培漁業センター）

おおい町大島地区
（はまかぜ交流センター）

資料６０

避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

小浜市堅海地区
（栽培漁業センター）

5 陸自高機動車（１台）
越前市

武生商業高校
8:30 8:24 10:50

小浜市泊地区
（泊漁港）

7 海保船舶（１隻）
越前市

武生商業高校
8:45 8:30 10:50

小浜市堅海地区
（泊臨時ヘリポート）

5 陸自ヘリ（１機）
越前市

武生商業高校
8:55 8:50 10:50

避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

おおい町大島地区
（はまかぜ交流センター）

4 海保ヘリ（１機） 川西市川西北小学校 8:30 8:30 12:06

おおい町大島地区
（はまかぜ交流センター）

13
陸自高機動車（４台）

バス（１台）
川西市川西北小学校 8:30 8:30 12:06

おおい町大島地区
（はまかぜ交流センター）

11 バス（１台） 川西市川西北小学校 8:30 8:30 12:09

おおい町大島地区
（はまかぜ交流センター）

15 自家用車（５台） 川西市川西北小学校 8:30 8:30 12:09

おおい町大島地区
（大島漁港）

16 海保船舶（１隻） 川西市川西北小学校 8:00 7:50 12:07



大飯
PAZ

大飯
UPZ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175
号)

高浜
PAZ

高浜
UPZ

ＰＡＺ内住民の避難実施結果（福井県高浜町）

車両一時保管場所
三木総合防災公園

三田西陵高校

ピピアめふ

生涯学習センター

資料６１

避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

高浜町音海地区
（関電音海駐車場）

20
陸自大型ヘリ（１機）

バス（１台）
三田市

三田西陵高校
9:55 9:35 12:15

高浜町音海地区
（日引漁港）

10 海自船舶（１艇） 内浦港 9:35 10:25 12:40

高浜町音海地区
（内浦港）

10 海自船舶（１艇） 舞鶴港 10:30 10:20 12:40

高浜町内浦地区
（日引漁港）

2 陸自ヘリ（１機）
三田市

三田西陵高校
8:20 8:20 12:16

高浜町音海地区
（旧音海小中学校）

10
陸自高機動車（４台）

バス（１台）
三田市

三田西陵高校
8:20 8:20 12:16

高浜町内浦地区
（内浦公民館）

7
陸自高機動車（４台）

バス（１台）
三田市

三田西陵高校
8:20 8:30 12:16

高浜町内浦地区
（内浦公民館）

11 自家用車（４台） 三田西陵高校 8:30 9:00 12:16

高浜町青郷地区
（青郷公民館）

34 バス（２台）
宝塚市

ピピアめふ
8:30 9:00 11:40

高浜町高浜地区
（高浜小学校）

71 バス（２台）
宝塚市

ピピアめふ
8:30 9:00 11:40

高浜町高浜地区
（高浜小学校）

13 バス（１台）
猪名川町

生涯学習センター
8:30 8:30 12:10

高浜町青郷・高浜地区
（青郷公民館）

15 自家用車（５台）
宝塚市

ピピアめふ
8:30 9:00 11:40



大飯発電所

大飯発電所
ＰＡＺ

大島
地区

泊地区

高浜発電所

内浦
地区

音海
地区

高浜発電所
ＰＡＺ

日引漁港
内浦港

関電音海駐車場

若狭和田
ﾏﾘｰﾅ

はまかぜ交流ｾﾝﾀｰ

大島漁港

泊漁港

小浜漁港
若狭
ヘリポート

おおい町
多目的
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

おおい町
民体育館

高浜町役場

一部寸断

一部寸断

道路啓開

大飯・高浜IC

住民搬送

住民搬送

住民搬送

大飯OFC

住民搬送

住民搬送

大飯発電所
ＵＰＺ

舞鶴港

避難地区
実績
人数

移動手段（台数）
避難先

ヘリ 船舶 高機動車

高浜町音海地区
〃 内浦地区

59人
陸自CH47 1機 20人
陸自ヘリ 1機 2人

海自ひうち 1隻 20人 8台 17人 三田西陵高校
（兵庫県三田市）

おおい町大島地区 33人 海保ヘリ 1機 4人 海保船舶 1隻 16人 4台 13人 川西北小学校
（兵庫県川西市）

小浜市泊地区 18人 陸自ヘリ 1機 5人 海保船舶 1隻 8人 1台 5人
武生商業高校

（越前市）

バスに乗り換え越前市に
避難

バスに乗り換え越前市に
避難

八尾駐屯地からバスで
三田西陵高校へ避難

道路啓開

【実働機関による避難者実績】

兵庫県へ避難

バスに乗り換え
兵庫県に避難

※実動機関の住民搬送では、各中継地点でバスに乗り換え避難を実施

【災害時多目的船への負傷者搬送実績】

避難地区
実績
人数

搬送手段（台数）

高浜町音海地区 2人 陸自ヘリ 1機 2人

おおい町大島地区 2人 海保ヘリ 1機 2人

小浜市泊地区 2人 陸自ヘリ 1機 2人

負傷者搬送

負傷者搬送 負傷者搬送 災害時多目的船
海自「ぶんご」

海自「ひうち」

陸自 CH47

ＰＡＺ半島部内における実動機関による住民避難等（個別訓練）の実施結果 （福井県） 資料６２



大飯発電所

高浜発電所

高浜発電所
ＰＡＺ

大飯発電所
ＰＡＺ

旧音海小中学校

はまかぜ交流ｾﾝﾀｰ

敦賀港
鞠山ヘリポート

若狭
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

市立敦賀病院へ搬送
（救急車）

急病者
の搬送

大飯
OFC

資機材・
要員の搬送

音海地区

青郷地区

大島地区

青葉苑

であいの郷

内浦
地区

泊臨時
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

泊地区

青郷小学校

陸上自衛隊ヘリコプター

２機が住民避難に備え、
事前駐機

急病者
の搬送

避難地区
実績
人数

移動手段（台数） 搬送先

高浜町音海地区
（急病人）

2人
福井県防災ヘリ（1機）
敦賀美方消防組合救急車（1台）

市立敦賀病院

おおい町大島地区
（急病人）

2人
海上自衛隊ヘリ（1機）
敦賀美方消防組合救急車（1台）

〃

駐機施設 実績機数 備 考

若狭ヘリポート 2機 陸上自衛隊ヘリ （舞鶴基地より）
はまかぜ交流センター（おおい町）から、海上自衛隊ヘリにより搬送さ
れる急病人

ＰＡＺ内における急病人搬送等（個別訓練）の実施結果 （福井県） 資料６３



大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

高浜発電所
PAZ

大飯発電所
UPZ

放射線防護対策施設
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ＰＡＺ内住民の避難実施結果（京都府舞鶴市）

京都市東山区

資料６４

（到着地については、舞鶴市西総合会館）

避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

一時移転先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

舞鶴市田井地区
（田井漁村センター）

4 海自船舶（１艇） 京都市東山区（想定） 9:00 9:15 10:35

舞鶴市成生地区
（成生漁村センター）

3 海自船舶（１艇） 京都市東山区（想定） 8:30 8:45 10:50

舞鶴市野原地区
（野原漁港）

11 海保船舶（２艇） 京都市東山区（想定）
9:00
9:45

9:10 11:00



避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難退域時
検査場所

一時移転先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

小浜市今富地区
（今富公民館）

32 バス（１台） 敦賀市総合運動公園 鯖江市豊小学校 10:30 10:31 13:05

ＵＰＺ内一部住民の一時移転等の実施結果（福井県） 資料６５

UPZ

PAZ

【避難経路 】
国道27号→敦賀市総合運動公園→国道27号→
国道8号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→鯖江ＩＣ

今富小学校区
（今富公民館）

安定ヨウ素剤配布場所
福井県若狭合同庁舎

避難退域時検査場所
敦賀市総合運動公園

鯖江市
豊小学校



高浜発電所
大飯発電所

高浜ＰＡＺ 大飯ＰＡＺ

大飯ＵＰＺ
高浜ＵＰＺ

大飯発電所

大飯ＰＡＺ 宇久
地区 加尾・西小川

地区

常神
地区

神子
地区

岬小学校
臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

常神
地区 神子

地区

岬小学校

三方勤労
者体育館

一般住民
の搬送

敦賀港鞠山
ヘリポート

敦賀港鞠
山ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

バスで越前町へ

①

一般住民
の搬送

高機動車

社会福祉施設
なごみ

美方病院

湖岳の郷

小浜市内の
社会福祉施設

高浜町UPZ住民 105人
→ 三田市、猪名川町

海上モニタリング

＜拡大図＞

三方勤労
者体育館

バスで
越前町へ

敦賀港

バスで越前市へ
敦賀港

バスで越前市へ

美浜町UPZ住民
205人→ 大野市

若狭町UPZ住民
205人→ 越前町

小浜市UPZ住民
447人→ 越前市、鯖江市

加尾・西小川
地区

宇久
地区

おおい町UPZ住民 226人
→ 伊丹市、川西市

小浜港

バスに乗り換え
越前町に避難

バスに乗り換え
越前市に避難

避難市町
実績
人数

移動手段（台数） 避難先

おおい町
本郷・佐分利・名田庄地区

226人 バス 8台 自家用車 9台
川西北小学校（兵庫県川西市）
南小学校（兵庫県伊丹市）

小浜市
小浜・国富地区ほか
加尾・西小川・宇久

397人
バス 15台 自家用車 25台
船舶 2隻 高機動車 1台

武生商業高校（越前市）
南越中学校（越前市）
豊小学校（鯖江市）
立待小学校（鯖江市）

高浜町
高浜・和田地区

65人 バス 3台 自家用車 2台
三田西陵高校（兵庫県三田市）
生涯学習ｾﾝﾀｰ（兵庫県猪名川町）

若狭町
三方小・明倫小・神子地区

202人
バス 6台 自家用車 6台
陸自ヘリ 1機 高機動車 1台

越前町生涯学習ｾﾝﾀｰ（越前町）

美浜町
丹生・竹波・菅浜・佐田・坂尻ほか

198人 バス 6台 自家用車 21台 富田公民館（大野市）

【一般住民の避難者実績】

ＵＰＺ内一部住民の一時移転等（個別訓練）の実施結果（福井県） 資料６６



大飯発電所
PAZ

高浜発電所
UPZ

高浜発電所
PAZ

大飯発電所
UPZ

ＵＰＺ内一部住民の一時移転等の実施結果（京都府）

朝来小学校区
（朝来小学校）

避難退域時検査場所
福知山市三段池公園

京都市西京区
京都市立芸術大学

資料６７

避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難退域時
検査場所

一時移転先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

舞鶴市朝来地区
（朝来小学校）

54 バス（１台） 福知山市三段池公園 京都市立芸術大学 10:00
舞鶴市⇒福知山市三段池公園10：30
福知山市三段池公園⇒京都市12：30

舞鶴市⇒福知山市三段池公園11：15
福知山市三段池公園⇒京都市14：00



Ｈ

つのがわ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

つのがわ

Ｈ

＜凡例＞

：一時移転先

Ｈ ：ヘリ発着地点

：一時集合場所

：避難経路

：避難退域時検査場所

ＵＰＺ内一部住民の一時移転等の実施結果（滋賀県）

朽木西小学校区
（朽木西小学校）

ヘリ出発場所
朽木西小学校グラウンド

ヘリ到着場所
朽木中学校グラウンド

避難退域時検査場所
朽木中学校

グリーンパーク
想い出の森

資料６８

避難地区
(集合場所)

実績
人数

移動手段
(台数)

避難退域時
検査場所

一時移転先施設 出発（計画） 出発（実績） 到着（実績）

高島市朽木地区
（朽木西小学校）

14 ヘリコプター（２機） 高島市朽木中学校
グリーンパーク

想い出の森
12:15 12:17 13:20※

※本訓練は避難退域時検査の終了を以って、訓練終了とした。



資料６９-１

患者受入れ準備

患者の治療

患者受入れ

廃棄物の処理

原子力災害医療訓練の実施状況（福井県立病院）



資料６９-２

患者受入れ

患者の治療

患者の治療

患部の測定

原子力災害医療訓練の実施状況（福井県立病院）



福井県警による交通規制

福井県警による交通規制

福井県警による交通規制

消防団による巡回

交通規制・警戒警備訓練の実施状況 資料７０



被害状況

避難状況

海路避難

避難退域時検査

ヘリコプター及び船舶等による映像伝送 資料７１



緊急時対策所（大飯発電所）

事故収束訓練（大飯発電所）

緊急時対策所（高浜発電所）

事故収束訓練（高浜発電所）

大飯発電所・高浜発電所での活動状況 資料７２



原子力事業者災害対策支援拠点

無線重機の操作

汚染検査

無線重機（バックホウ）

原子力事業所災害対策支援拠点での活動状況 資料７３



ＯＦＣでの要素訓練の実施状況

要素訓練

要素訓練

資料７４



資料７５ＥＭＣでの要素訓練の実施状況

要素訓練

要素訓練
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○住民アンケート設問内容 

１．あなたはどの市町の方ですか？ 

２．あなたの性別を教えてください。 

３．あなたの年齢を教えてください。 

問１．あなたがお住まいの地域は、ＰＡＺ、ＵＰＺのどの区分に該当するのか知っていましたか？ 

問２．あなたがお住まいの地域の原子力災害時の避難計画（バス避難する場合の集合場所・一時滞在

場所・避難先自治体等）の内容を理解していますか？ 

問３．原子力災害が発生し、あなたの市町に避難指示が出された場合、どのような行動をとりますか？ 

問４．災害に備え何日分の食料・飲料等を準備していますか？ 

問５．今回の訓練で原子力事故が発生した場合に自分がどのように行動すべきか手順がわかりました

か？ 

問６．今回の訓練では、さまざまな広報手段により情報の発信を行いましたが、どのような広報手段

であなたに情報が伝わりましたか？また、広報の内容は理解できましたか？ 

問７．安定ヨウ素剤の配布を受けた際の説明は理解できましたか？ 

問８．避難退域時検査場所での検査の流れは理解できましたか？（職員の対応含む） 

問９．今回の訓練に参加して避難は確実に行えると感じましたか？ 

 【自由意見】今回の訓練、避難等全般に関するご感想、ご意見やご要望があればお聞かせください。 
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１．原子力総合防災訓練のアンケート実施概要 

 実施日時：平成３０年８月２５日（土）、２６日（日） 

 実施場所：避難所等 

 対象者 ：福井県おおい町、高浜町、美浜町、若狭町、小浜市、京都府舞鶴市、宮津市、 

京丹波町、伊根町、滋賀県高島市の訓練参加住民 

 回答人数：１６７３名 

≪内訳≫ 

おおい町 ３００名 高浜町 ２４１名 美浜町 １９３名 若狭町 １７９名 

小浜市 ４２７名 舞鶴市 ９１名 宮津市 ７８名 京丹波町 １２２名 

伊根町 ２８名 高島市 １４名 

 

２．アンケートの目的 

原子力総合防災訓練に参加した住民へのアンケートを行い、これらの結果を分析のうえ改善策を検

討し、今後の訓練に役立てることを目的として実施した。 

 

３．アンケート回答者の属性 

３．１ 住まい 

回答者の住まいは、「福井県」が８０．１％、「京都府」が１９．１％、「滋賀県」が０．８％の構

成であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-1-1 回答者の住まい（県別） 図 3-1-2 回答者の住まい（市町別） 

表 3-1-2 回答者の住まい（市町別） 

回答数 割合

おおい町 300 17.9%

高浜町 241 14.4%

美浜町 193 11.5%

若狭町 179 10.7%

小浜市 427 25.5%

舞鶴市 91 5.4%

宮津市 78 4.7%

京丹波町 122 7.3%

伊根町 28 1.7%

高島市 14 0.8%

合計 1673 100.0%

おおい町

17.9%

高浜町

14.4%

美浜町

11.5%
若狭町

10.7%

小浜市

25.5%

舞鶴市

5.4%

宮津市

4.7%

京丹波町

7.3%

伊根町

1.7%
高島市

0.8%

福井県

80.1%

京都府

19.1%

滋賀県

0.8%
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３．２ 性別 

回答者の性別は、「男性」が６９．４％、「女性」が２５．５％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３ 年齢 

回答者の年齢は、「６０代以上」が４７．３％、「４０～５０代」が３６．４％であり、４０代以上

が８０%以上を占めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 回答者の性別 

表 3-2 回答者の性別 

図 3-3-1 回答者の年齢 図 3-3-2 回答者の年齢（詳細） 

表 3-3-2 回答者の年齢（詳細） 

回答数 割合

男性 1161 69.4%

女性 427 25.5%

無回答 85 5.1%

合計 1673 100.0%

男性

69.4%

女性

25.5%

無回答

5.1%

３０代以下

14.0%

４０～５０

代

36.4%

６０代以上

47.3%

無回答

2.3%

～19歳

3.1% 20～29歳

3.9%

30～39歳

6.9%

40～49歳

14.5%

50～59歳

21.9%

60～69歳

32.2%

70～79歳

13.0%

80歳～

2.2%

無回答

2.3%

回答数 割合
～19歳 52 3.1%
20～29歳 66 3.9%
30～39歳 116 6.9%
40～49歳 242 14.5%
50～59歳 367 21.9%
60～69歳 538 32.2%
70～79歳 217 13.0%
80歳～ 37 2.2%
無回答 38 2.3%
合計 1673 100.0%
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４．アンケート結果 

４．１ アンケート結果の全体像 

アンケートは、①防災に関する一般的な事項、②広報に関する事項、③避難に関する事項につい

て質問し、原子力総合防災訓練に参加した住民１６７３名から回答をいただいた。 

アンケート結果から得た主な内容を以下に示す。 

（１）防災に関する一般的な事項 

・居住地区のＰＡＺ、ＵＰＺの区分を知っていた住民は約６割であった。 

・避難計画に関しては、「概ね理解している」も含め約６割の住民が理解している。 

・約５割の住民が「災害に対する備え（食料・飲料等）」をしていない。 

（２）広報に関する事項 

・住民が情報を得た手段は、「緊急速報メール」「防災行政無線」が多数であった。 

・広報の内容に関して、「概ね理解できた」も含め約８割を超える住民が理解できたとして

いる。 

（３）避難に関する事項 

・避難の手順に関して、約９割の住民が今回の訓練に参加したことで理解したとしている。 

・約８割の住民が、「何とか避難できる」も含め実災害時にも避難できると回答している。 

 

４．２ 設問ごとの結果 

問１．あなたがお住まいの地域は、ＰＡＺ、ＵＰＺのどの区分に該当するのか知っていましたか？ 

・「知っていた」が５６．６％、「知らなかった」が４１．８％であり、「知っていた」が若干上

回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２．あなたがお住まいの地域の原子力災害時における避難計画（バス避難する場合の集合場所・

一時滞在場所・避難先自治体等）の内容を理解していますか？ 

・「概ね理解している」が４６．１％を占めて最も多く、次いで「あまり理解していない」が 

３２．５％、「十分理解している」が１４．４％、「全く理解していない」が６．２％の順であ

った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

知っていた

56.6%

知らなかっ

た

41.8%

無回答

1.6%

回答数 割合

知っていた 947 56.6%

知らなかった 699 41.8%

無回答 27 1.6%

合計 1673 100.0%

十分理解

している

14.4%

概ね理解

している

46.1%

あまり理解

していない

32.5%

全く理解し

ていない

6.2%

無回答

0.8%

回答数 割合

十分理解している 241 14.4%

概ね理解している 771 46.1%

あまり理解していない 543 32.5%

全く理解していない 104 6.2%

無回答 14 0.8%

合計 1673 100.0%
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問３．原子力災害が発生し、あなたの市町に避難指示が出された場合、どのような行動をとります

か？ 

・「自家用車等を使用して、役所が指定する避難所まで避難」が５１．９％を占めて最も多く、

次いで「役所などが用意するバス等で、役所が指定する避難所まで避難」が２８．９％、「自

家用車等を使用して、親戚・知人宅など避難所以外への場所へ避難」が１５．９％の順であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４．災害に備え何日分の食料・飲料等を準備していますか？  

・「準備していない」が４６．６％を占めて最も多く、次いで「約３日分」が２７．３％、「約１

日分」が１６．５％、「約５日分」が４．６％、「約７日分」が４．３％の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５．今回の訓練で原子力事故が発生した場合に自分がどのように行動すべきか手順がわかりまし

たか？ 

・「わかった」が８９．４％を占めて最も多く、「わからなかった」が６．０％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

28.9%

②

51.9%

③

15.9%

④

2.3%

⑤

1.0%

約７日分

4.3%
約５日分

4.6%

約３日分

27.3%

約１日分

16.5%

準備してい

ない

46.6%

無回答

0.8%

回答数 割合

483 28.9%

869 51.9%

266 15.9%

38 2.3%

17 1.0%

1673 100.0%

①役所などが用意するバス等で、役所が指
定する避難所まで避難

②自家用車等を使用して、役所が指定する
避難所まで避難

③自家用車等を使用して、親戚・知人宅な
ど避難所以外の場所へ避難

④その他

⑤無回答

合計

回答数 割合

約７日分 72 4.3%

約５日分 77 4.6%

約３日分 456 27.3%

約１日分 276 16.5%

準備していない 779 46.6%

無回答 13 0.8%

合計 1673 100.0%

わかった

89.4%

わからな

かった

6.0%

その他

2.5%

無回答

2.1%

回答数 割合

わかった 1496 89.4%

わからなかった 101 6.0%

その他 41 2.5%

無回答 35 2.1%

合計 1673 100.0%
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問６．今回の訓練では、さまざまな広報手段により情報の発信を行いましたが、どのような広報手

段であなたに情報が伝わりましたか？                 （複数回答可） 

 ・「緊急速報メール」が４４．６％を占めて最も多く、次いで「防災行政無線」が３９．９％、 

「その他」が６．１％の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、広報の内容は理解できましたか？  

   ・「概ね理解できた」が５７．６％を占めて最も多く、次いで「十分理解できた」が２９．９％

であり、肯定的な意見が約８割を超える結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７．安定ヨウ素剤の配布を受けた際の説明は理解できましたか？  

・「概ね理解できた」が５４．３％を占めて最も多く、次いで「十分理解できた」が３１．３％

であり、肯定的な意見が約８割を超える結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分理解で

きた

29.9%

概ね理解で

きた

57.6%

あまり理解

できなかっ

た

3.9%

全く理解で

きなかった

0.7%

無回答

7.9%

住民広報車

4.7%

防災行政無

線

39.9%緊急速報

メール

44.6%

県ホーム

ページ

0.5%

伝わらな

かった

0.6%

その他

6.1%
無回答

3.6%

回答数 割合

住民広報車 108 4.7%

防災行政無線 922 39.9%

緊急速報メール 1030 44.6%

県ホームページ 11 0.5%

伝わらなかった 13 0.6%

その他 142 6.1%

無回答 84 3.6%

合計 2310 100.0%

回答数 割合

十分理解できた 500 29.9%

概ね理解できた 964 57.6%

あまり理解できなかった 66 3.9%

全く理解できなかった 11 0.7%

無回答 132 7.9%

合計 1673 100.0%

十分理解で

きた

31.3%

概ね理解で

きた

54.3%

理解できな

かった

3.1%

受け取って

いない

3.5%

該当しない

2.3%

無回答

5.4%

回答数 割合

十分理解できた 524 31.3%

概ね理解できた 908 54.3%

理解できなかった 52 3.1%

受け取っていない 59 3.5%

該当しない 39 2.3%

無回答 91 5.4%

合計 1673 100.0%
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問８．避難退域時検査場所での検査の流れは理解できましたか？（職員の対応含む）  

・「概ね理解できた」が６０．３％を占めて最も多く、次いで「十分理解できた」が２５．５％

であり、肯定的な意見が約８割を超える結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９．今回の訓練に参加して避難は確実に行えると感じましたか？  

・「何とか避難できる」が６８．９％を占めて最も多く、次いで「避難は難しい」が１４．６％、

「確実に行える」が１１．４％の順であった。肯定的な意見が約８割を超える結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

確実に行え

る

11.4%

何とか避難

できる

68.9%

避難は難し

い

14.6%

無回答

5.1%

十分理解で

きた

25.5%

概ね理解で

きた

60.3%

理解できな

かった

3.5%

該当しない

4.2%

無回答

6.5%

回答数 割合

十分理解できた 426 25.5%

概ね理解できた 1009 60.3%

理解できなかった 58 3.5%

該当しない 71 4.2%

無回答 109 6.5%

合計 1673 100.0%

回答数 割合

確実に行える 190 11.4%

何とか避難できる 1153 68.9%

避難は難しい 245 14.6%

無回答 85 5.1%

合計 1673 100.0%
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５．アンケートの分析 

５．１ アンケートについて 

アンケートは、項目毎に達成度を選択肢から選択する方式とし、否定的な回答に対してはその理由

を記載することとした。アンケートの選択肢は、肯定側に「十分」と「概ね」、否定側に「あまり」

と「全く」とした。 

また、自由意見記載欄を設け、訓練に対する回答者の意見、感想等を収集した。 

 

５．２ アンケートの分析方法 

(1) 選択式の設問については集計結果をもとに分析した。 

アンケート結果を肯定側（「十分」+「概ね」）、否定側（「あまり」+「全く」）に分類し、否

定的な回答割合が１０％を超える項目は、「改善の必要有り」として分析を行った。なお、こ

の数値に統計的根拠はないが、十分に高い目標値であると考える。 

(2) 自由意見については、意見の内容に基づき分類、集約して分析した。 

 

５．３ アンケートの選択項目の集計結果 

アンケートの選択項目の集計結果をまとめたものを表５に示す。否定的な回答割合が１０％以上の

ものについて、強調表示とした。 

 

表５ アンケート集計結果まとめ 

№ 設問 
回答割合 

肯定的 否定的 

1 

(1) ＰＡＺ・ＵＰＺ区域 

あなたがお住まいの地域は、ＰＡＺ、ＵＰＺのどの区分に該当する

のか知っていましたか？ 

56.6 % 41.8% 

2 

(2) 避難計画 

あなたがお住まいの地域の原子力災害時における避難計画（バス避

難する場合の集合場所・一時滞在場所・避難先自治体等）の内容を

理解していますか？ 

60.5% 38.7% 

3 
原子力災害が発生し、あなたの市町に避難指示が出された場合、ど

のような行動をとりますか？ 
－ － 

4 災害に備え何日分の食料・飲料等を準備していますか？ － － 

5 
今回の訓練で原子力事故が発生した場合に自分がどのように行動す

べきか手順がわかりましたか？ 
89.4% 6.0% 

6 

今回の訓練では、さまざまな広報手段により情報の発信を行いまし

たが、どのような広報手段であなたに情報が伝わりましたか？（複

数回答可） 

－ － 

また、広報の内容は理解できましたか？ 87.5% 4.6% 

8 安定ヨウ素剤の配布を受けた際の説明は理解できましたか？ 85.6% 3.1% 

9 
避難退域時検査場所での検査の流れは理解できましたか？（職員の

対応含む） 
85.8% 3.5% 

10 
(3) 有事の際の対応 

今回の訓練に参加して避難は確実に行えると感じましたか？ 
80.3% 14.6% 
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５．４ アンケート結果の分析及び改善提案 

５．４．１ 否定的な回答割合が１０％を超える以下の３項目についての分析結果 

(1)ＰＡＺ・ＵＰＺ区域 

あなたのお住まいの地域は、ＰＡＺ、ＵＰＺのどの区分に該当するのか知っていましたか？ 

 

自治体別の肯定的、否定的回答割合を図５-１に示す。 

福井県美浜町、若狭町、小浜市、京都府京丹波町、伊根町で否定的回答の割合が約４割を超え

ており、高い傾向となっている。 

 

【福井県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京都府】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【滋賀県】 

 

 

 

図５-１ 自治体別の肯定的、否定的回答割合 

 

本設問については、自由記述がなく分析ができないため、結果のみの記載とする。 

上記の結果から考察した課題及び改善策を表５-１に示す。 

 

表５-１ ＰＡＺ・ＵＰＺ区域に関する課題及び改善策 

No. 課題 改善策 

1 
ＰＡＺ・ＵＰＺ区域を知ら

ない 

・広報活動による住民への周知 

様々な広報手段（資料配布、ＨＰ等）により、広く

住民へ周知していくことを推奨する。 

・説明会の開催 

住民に理解していただくために、市町や地区毎に説

明会を実施することを推奨する。 

64.3%(9人)

28.6%(4人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

高島市
肯定的

否定的

60.7%(182人)

69.3%(167人)

51.8%(100人)

41.9%(75人)

50.8%(217人)

37.0%(111人)

29.0%(70人)

47.7%(92人)

57.0%(102人)

48.0%(205人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

おおい町

高浜町

美浜町

若狭町

小浜市

肯定的

否定的

67.0%(61人)

70.5%(55人)

53.3%(65人)

57.1%(16人)

30.8%(28人)

28.2%(22人)

43.4%(53人)

42.9%(12人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

舞鶴市

宮津市

京丹波町

伊根町

肯定的

否定的
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(2)避難計画 

あなたがお住まいの地域の原子力災害時における避難計画（バス避難する場合の集合場所・一

時滞在場所・避難先自治体等）の内容を理解していますか？ 

 

自治体別の肯定的、否定的回答割合を図５-２に示す。 

福井県若狭町、小浜市、京都府宮津市、伊根町で否定的回答の割合が約４割を超えており、高

い傾向となっている。 

 

【福井県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京都府】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【滋賀県】 

 

 

 

図５-２ 自治体別の肯定的、否定的回答割合 

 

本設問については、自由記述がなく分析ができないため、結果のみの記載とする。 

上記の結果から考察した課題及び改善策を表５-２に示す。 

 

表５-２ 避難計画に関する課題及び改善策 

No. 課題 改善策 

1 
各市町の避難計画を知らな

い 

・広報活動による住民への周知 

様々な広報手段（資料配布、ＨＰ等）により、広く

住民へ周知していくことを推奨する。 

・説明会の開催 

住民に理解していただくために、市町や地区毎に説

明会を実施することを推奨する。 

  

62.0%(186人)

66.8%(161人)

69.9%(135人)

52.0%(93人)

56.4%(241人)

37.3%(112人)

32.8%(79人)

29.5%(57人)

46.9%(84人)

43.1%(184人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

おおい町

高浜町

美浜町

若狭町

小浜市

肯定的

否定的

59.3%(54人)

48.7%(38人)

68.0%(83人)

35.7%(10人)

38.5%(35人)

51.3%(40人)

29.5%(36人)

64.3%(18人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

舞鶴市

宮津市

京丹波町

伊根町

肯定的

否定的

78.6%(11人)

14.3%(2人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

高島市
肯定的

否定的
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(3)有事の際の対応 

今回の訓練を体験して避難は確実に行えると感じましたか？ 

 

自治体別の肯定的、否定的回答割合を図５-３に示す。 

全体としても約８割が肯定的な回答をしているところ、福井県若狭町において、否定的回答の

割合が２割を超えており、他の市町に比べやや高い傾向となっている。 

 

【福井県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京都府】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【滋賀県】 

 

 

 

図５-３ 自治体別の肯定的、否定的回答割合 

 

否定的意見（「避難は難しい」）の主な理由を以下に示す。 

<避難ルート・避難手段> 

・避難経路が少ない。発電所の前を通る。（高浜町） 

・今回は事前に準備されていたが、バスが本当に来るのだろうか不安に思う。（高浜町等） 

・当日バスの手配等は無理だと思う。自家用車にしても、車が殺到し交通渋滞すると思う。

（美浜町等） 

・本当に事故があった際に、全区民を船に乗せて移動できるか疑問。（小浜市） 

<要配慮者の避難> 

・家族内に介護者がいる場合は同行など問題がある。（おおい町） 

・高齢の母と乳児、幼児がいるので、なかなか避難は難しい。（小浜市） 

・母一人では耳が悪く、足も悪く、一人での避難は無理。（舞鶴市） 

<避難時の行動> 

・実際に発生した場合、落ち着いて行動できるか不安。（おおい町等） 

79.3%(238人)

80.5%(194人)

92.7%(179人)

68.7%(123人)

77.5%(331人)

16.3%(49人)

15.8%(38人)

6.7%(13人)

24.6%(44人)

17.6%(75人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

おおい町

高浜町

美浜町

若狭町

小浜市

肯定的

否定的

76.9%(70人)

82.1%(64人)

88.5%(108人)

92.9%(26人)

15.4%(14人)

7.7%(6人)

2.5%(3人)

7.1%(2人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

舞鶴市

宮津市

京丹波町

伊根町

肯定的

否定的

71.4%(10人)

7.1%(1人)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

高島市
肯定的

否定的
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・今回は夏場の避難で、スムーズに移動出来たが、冬場の積雪の多い時は不安。 

（美浜町） 

<情報伝達、指示> 

・防災行政無線は室内では聞き取りにくいため、室内放送も合わせて実施すべき。また、

一度では理解しにくく聞き逃しもあるため、重ねての広報を実施すべき。（おおい町） 

・具体的な指示を的確に出してほしい。（京丹波町等） 

 

これらの否定的な意見から考察した課題及び改善策を表５-３に示す。 

 

表５-３ 有事の際の対応に関する課題及び改善策 

No. 課題 改善策 

1 

避難ルート・避難手段 

要配慮者の避難 

避難時の行動 

情報伝達・指示 

・定期的な住民広報の実施 

住民に理解していただくために、原子力防災に関す

る定期的な住民広報の実施を推奨する。 

・避難訓練の継続実施 

有事の際に対応できるように、継続的に避難訓練を

実施するとともに、住民への情報伝達訓練を実施し、

避難計画及び情報伝達の有効性の検証、住民及び職

員の対応力の向上を図ることを推奨する。 
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５．４．２ アンケート結果全体を踏まえた分析及び改善提案 

 

(1)訓練参加者 

①訓練参加者の約５割が６０代以上であり、約７割が男性であった。今後は、若年層及び女性が積

極的に参加できるような取り組みが必要であると考えられる。 

(2)防災に関する事項 

①訓練参加者の約４割が、自身が居住している地域がＰＡＺ又はＵＰＺに区分しているのかを把握

していない状況であり、様々な手段による広報活動や定期的な説明会等を通じて、住民の理解を

広げていくことが必要と考えられる。 

②約６割の住民は、原子力災害時における避難計画を理解していると回答しているものの、約４割

の住民は、原子力災害時における避難計画を「全く」又は「あまり」理解していないと回答して

おり、避難計画に対する関心が低い傾向が見られた。避難計画について、住民に対する継続的な

広報活動や説明会を実施することが必要であると考えられる。 

③災害への備えとして食料・飲料等を準備している住民と準備していない住民は半々であり、今後、

食料・飲料等の備蓄を推奨する取り組みが必要であると考えられる。 

(3)広報に関する事項 

①住民への情報伝達手段は「緊急速報メール」または「防災行政無線」と回答する住民が８割を超

えた。携帯電話やスマートフォン、タブレット端末が一般的に普及している今日において、こう

した携帯端末を活用した避難に関する情報提供もより積極的に実施していく必要があると考え

られる。 

(4)避難に関する事項 

①原子力事故が発生した場合に自分がどのように行動すべきかについては、約９割の住民が、今回

の訓練で手順が理解できたと肯定的に回答しており、訓練に一定の効果があったと考えられる。 

②有事の際には避難ができるかについては、今回の訓練を通して、約８割の住民ができると肯定的

に回答しており、避難訓練は一定の効果があったと考える。一方で約１割を超える住民が避難は

難しいと回答していることから、引き続き避難訓練などをとおして課題の改善を図っていく必要

があると考える。 

③自由意見においても、避難訓練に参加した住民からは「避難先等の場所を確認できた」「避難に

ついて真剣に考える必要性を感じた。」「貴重な体験ができた」などの肯定的意見が多数を占めた

が、以下のように避難に対する不安の意見もあげられており、住民の意見も踏まえた改善を進め

ることが重要である。 

ａ．「実際に発生した場合、落ち着いて行動できるか不安」「要配慮者の避難が不安」との意見が

あげられており、継続的な訓練を実施し住民の理解や職員の対応能力を向上していく必要が

あると考えられる。 

ｂ．「避難経路が少ない。発電所の前を通る。」「交通渋滞が心配」との意見があげられており、

原子力防災に関する住民向けの広報や説明会等を実施し、避難計画を理解していただく必要

があると考えられる。 

ｃ．「冬場の避難が不安」との意見があげられており、季節や天候等、多様な状況を想定した訓

練も必要ではないかと考えられる。 

 

６．総評 

住民アンケート結果を分析すると、今回の訓練は、全体的に良好であったと思われる。 

しかし、良好な中でも、「避難計画を知らない」、「食料・飲料等の備蓄を行っていない」などの、

課題も明確となった。また、避難ルート、避難手段、要配慮者の避難、避難時の行動、情報伝達・指

示等、住民から避難に関する不安の意見もみられた。 

本訓練で明確となった課題や意見は、緊急時対応や訓練方法の継続的改善を図るための要素であり、

５.４で提示した改善提案等を参考に、今後の防災対応等の更なる充実・強化を推奨する。 
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